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平成２５年塩尻市議会３月定例会 

経済建設委員会会議録 
 

○日  時  平成２５年３月１１日（月）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

 議案第２３号 平成２５年度塩尻市一般会計予算中 歳出４款衛生費中１項保健衛生費６目環境保全費のうち

合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労働諸費４目ふれ

あいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費 

 議案第２７号 平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算 

 議案第３０号 平成２５年度塩尻市水道事業会計予算 

 議案第３１号 平成２５年度塩尻市下水道事業会計予算 

 議案第３２号 平成２５年度塩尻市農業集落排水事業会計予算 

 議案第３３号 平成２４年度塩尻市一般会計補正予算（第７号）中 ５款労働費、６款農林水産業費、７款商

工費、８款土木費 

 議案第３６号 平成２４年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第３７号 平成２４年度塩尻市水道事業会計補正予算（第２号） 

 議案第３８号 平成２４年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号） 

○出席委員・議員 

       委員長    永井  泰仁 君     副委員長   西條  富雄 君 

        委員    横沢  英一 君       委員   青木  博文 君 

        委員    中村   努 君       委員   塩原  政治 君 

        委員    中原  輝明 君 

        議長    永田  公由 君 

○欠席委員 

       なし 

────────────────────────────────── 

○説明のため出席した理事者・職員 

       省略 

────────────────────────────────── 

○議会事務局職員 

       庶務係主事    若林  智彦 君 

────────────────────────────────── 
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午前９時５７分 開会 

○委員長 それでは、２日目の審査を始めたいと思います。 

それでは議案審査に入る前に、去る３月９日未明の市庁舎の火災につきまして、副市長から発言が求められて

おりますので、これを許します。 

○副市長 おはようございます。一言御報告と御礼、お詫びを申し上げたいと存じます。既に報道等で御承知を

いただいておりますし、また、議員の皆様方にはファックス等によりですね、概要をお知らせを申し上げてござ

いますけれども、去る３月９日土曜日未明に発生をいたしました本庁舎の火災について、若干御報告を申し上げ

たいと存じます。なお、詳細につきましては、今、警察等の、あるいは消防等の捜査が入っておりますので、改

めて全協等で御報告をさせていただきます。出火場所につきましては、本庁の地下スロープの奥２カ所でござい

ます。火災の発生時刻は３月９日土曜日の午前３時ごろ、鎮火が午前４時１４分とういうことでございます。出

火原因につきましては不明でございます。ただいま調査中、捜査中でございます。午前３時過ぎに火災警報機が

発動をしまして、その音を聞きつけた警備員２名が備えつけの消火栓で初期消火に努めまして、一定の鎮火と言

いますか、状況であったわけですが、ちょっと手に負えないというようなことでございまして、消防のほうへ通

報をいたしまして、午前３時３５分ごろから、消防署及び消防団による消火活動が開始をされてございます。先

ほど申し上げましたとおり、午前４時１４分には鎮火をしたということでございました。緊急メール等の通報に

よりまして、議員の皆様初め多くの関係者、市民の皆様に駆けつけていただきまして、幸いにも大きな被害に至

らずに鎮火をすることができたということでございます。改めて御礼を申し上げるところでございます。今後と

も、このような事態が二度と起こらないように、火災予防を初めですね、各必要箇所の警備等に努めてまいりた

いというふうに思っております。以上、御報告を申し上げまして、お礼にかえさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

○委員長 特にこの件で委員のほうで発言はございますか。よろしいですかね。 

それからもう１件でございますが、信州Ｆパワー事業予定地内の発掘調査の件に関しまして、報告したい旨の

お話がございましたので、これを許します。 

○商工課長 ただいま委員長さんのほうから言われましたとおり、信州Ｆパワープロジェクト内の埋蔵文化財の

確認調査、現在実施しております。その関係で１件報告させていただきます。現在２月１９日から３月２９日ま

での間でございますが、予定地内の埋蔵文化財の発掘調査を実施しております。敷地内の約２５０カ所で、現在

調査を行っております。３月８日の夕方でございますが、１カ所からですね、平安時代のかめの破片が数点発見

されたという報告がございました。場所につきましては、区域内の北西側、旧マレットゴルフ場の事務所の北側

というところでございます。１カ所ございました。現在、北側ですね、入口のほうからずっと上まで回って行き

まして、今、上から下へおりてきてちょうど一番最後のところということでやってましたところが、１カ所発見

されたということでございます。博物館の館長にも確認いただきまして、出土土器、また気候の状況から、平安

時代の住居跡ではないかというふうに考えられると聞いております。住居跡が確認されたわけでございますが、

これまでの確認調査状況などから大規模なですね、集落ではないというように考えられると、いわゆる縄文時代

ですとか、そういったものではないというように考えられるということでございます。今後の対応でございます

が、あと１１０カ所ほど残っておりますので、すべて３月２９日までに完了いたしまして、新年度におきまして
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正式な調査を行うということでございますが、おおむね１カ月から２カ月間くらい要するというような状況でご

ざいまして、今後の整備工事、造成工事、８月から予定しておりますが、特に影響はないものと考えられるとい

うことでございますので、報告をさせていただきます。以上でございます。 

○委員長 これに関しまして、委員のほうから意見、質問がございませんか。じゃあ、聞いたということで、報

告を受けたということで処理をいたします。 

────────────────────────────────── 

議案第２３号 平成２５年度塩尻市一般会計予算中 歳出４款衛生費中１項保健衛生費６目環境保全費のうち 

       合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労働諸費４目ふれあ 

       いプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費 

○委員長 それでは、議案審査に入ります。８款土木費、２３４ページから２５５ページと、それから、１１款

災害復旧費、３２４ページを議題といたします。説明を求めます。 

○管理担当課長 それでは、８款土木費１項土木管理費１目土木総務費からお願いをいたします。資料につきま

しては、ただいま委員長から説明がありました予算書２３４、２３５ページをお願いいたします。あと予算説明

資料につきましては、３２ページをごらんいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

初めに３番目の白丸、土木総務事務諸経費６８１万４，０００円であります。これにつきましては、建設事業

部における事務的経費となります。このうち１３番目の黒ポツ、道路賠償責任保険料１３１万２，０００円であ

りますが、市内の市道約８９０キロメートル、農道約１０２キロメートル、林道８４キロメートル、その他道路

２０キロメートルの道路賠償にかかる保険料であります。 

続きまして、その下４つ目の白丸、統合型ＧＩＳ共用空間データ作成事業１，０３９万２，０００円でありま

す。１つ目の黒ポツ、統合型ＧＩＳ共用空間データ作成業務委託４４９万１，０００円につきましては、建設事

業部におきまして稼働しております街区基準点、境界立会い支援、指定道路図管理、建築確認申請支援等の地図

情報システムの保守点検業務として１２１万８，０００円、東日本大震災によりずれが発生しております街区基

準点の座標補正作業として２７万３，０００円、平成２３年度及び２４年度に作成しました塩尻市基盤図をもと

に都市計画基本図を更新し、印刷するものとして３００万円をお願いするものであります。 

 続きまして、２目交通安全対策費、ページ一番下の白丸、交通安全対策事業諸経費１，９４１万６，０００円

であります。予算書２３７ページをごらんいただきたいと思います。一番上の黒ポツ、長野県民交通災害共済会

費徴収報償金１０８万円であります。これにつきましては、現在加入申込を行っております平成２５年度長野県

民交通災害共済の申し込み事務にかかわる報償金として、事務取り扱いをしていただきました地元への支払いを

するものであります。続きまして、下から７つ目の黒ポツ、交通安全教室等委託料７４７万円であります。これ

につきましては、平成２４年度までは塩尻市交通安全会議負担金として支出し、交通安全会議の職員であります

交通指導員により市内における交通安全教育の実施、及び街頭指導を実施してまいりましたが、平成２５年度か

らは塩尻市交通安全会議を解散し、交通安全対策委員会に一本化することに伴い、現在の指導員が独立しＮＰＯ

を立ち上げることから継続した交通安全教育等を実施していくため、このＮＰＯへ交通安全教室等の実施を委託

するものであります。続きまして、下から４つ目の黒ポツ、補修用資材２２９万１，０００円であります。これ

につきましては、地元より要望がありますグリーンベルトの新設、及び塗りかえにかかわります資材の購入費で



4 
 

あります。平成２５年度につきましては、２，７７０メートルを予定しております。 

続きまして１つ目の白丸、交通安全施設整備事業２，３９０万円であります。１つ目の黒ポツ、交通安全施設

設置工事１，５００万円につきましては、地元より要望のありますカーブミラー、ガードレール、区画線等の安

全施設の設置、及び補修を実施するものであります。その下の黒ポツ、通学路安全対策工事８９０万円につきま

しては、平成２４年度に実施されました通学路安全点検において要望が出されたました箇所につきまして、整備、

改良を実施するものであります。 

続きまして、３目輸送対策費のうち、輸送対策事業７，４９０万９，０００円であります。２３９ページ、一

番上の黒ポツをごらんいただきたいと思います。地域振興バス運行委託料７，１３３万７，０００円であります

が、予算説明資料３２ページをごらんいただきたいと思います。中段に記載をさせていただいてありますとおり、

中心市街地活性化の促進とあわせ、高齢者の移動を支援するため、地域振興バスを運行するための経費であり、

地域振興バス市内１０路線の運行につきまして、アルピコ交通、及び大新東に運行委託をしております委託料で

あります。続きまして、２番目の黒ポツ、小野駅業務委託負担金７３万５，０００円につきましては、小野駅に

おける切符販売等を含めた管理業務につきまして、辰野町と２分の１をそれぞれ負担しているものであります。 

続きまして、白丸、駅前駐輪場等管理事業１９４万１，０００円であります。この事業につきましては、今ま

で都市づくり課にて管理をしておりました高速バス亭の管理に加え、本年度まで商工課で担当しておりました塩

尻駅を含む市内７駅１１カ所の駐輪場を、平成２５年度から都市づくり課にて管理するための経費であります。

下から２番目の黒ポツ、駐輪場管理委託料１１７万円につきましては、広丘駅の駐輪場の駐輪指導、及び冬場の

除雪等を委託するものであります。 

続きまして、２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費であります。３つ目の白丸、道路橋梁事業諸経費８４万９，

０００円でありますが、この経費につきましては、市内、及び周辺地域で進められております道路関係事業の事

業推進を図るため、各種同盟会等へ負担する負担金であります。 

○維持担当課長 ２目の道路維持費をお願いいたします。ページは２４０、２４１ページを御参照いただきます

ようお願いいたします。道路維持改良事業につきましては、昨年まで除雪対策事業、道路維持補修事業、排水路

整備事業が一体に予算になっていましたけれど、よりわかりやすく分割してありますので、よろしくお願いいた

します。 

それでは、道路維持改良事業の１億１，８７６万８，０００円の中の、５つ目の電力使用料の６４７万３，０

００円ですけれど、既設の街路灯、そして融雪施設の４カ所、そして排水ポンプの５カ所、そして奈良井川大橋

の近くに駐車場ができましたけれど、それの休憩施設の使用料等記載してあります。続きまして、６つ下の清掃

委託料３１１万７，０００円ですけれど、市道の大門の地下道の清掃、歩道の草取り等の清掃委託料でございま

す。その下の街路樹せん定等委託料につきましては、市道にあります高木せん定と市道の草刈り、そして街路樹

のアメシロ等の委託料でございます。その下の市道維持補修作業委託につきましては、塩嶺高原内の１６．３キ

ロメートルの市道の維持管理、そして排水ポンプ点検の５カ所の維持管理を計上させていただいてます。その下

の測量調査委託料につきましては、道路アセットマネジメントの調査業務委託料を載せてありますので、お願い

いたします。その下の重機借上料につきましては、一般重機借り上げの浸透ますの清掃とか、側溝清掃を計上し

てあります。その下の維持改良工事７，０００万円ですけれど、地区要望の緊急度の高い場所を箇所づけして、
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７，０００万円計上させてありますので、お願いいたします。その下の補修用資材ですけれど、これも地区要望

に応えて、グレーチングとか採石等の要望に応えていくために計上させていただいています。 

その下の白丸の除雪対策事業の除雪作業委託料につきまして、市道の市役所通線の歩道とか、塩尻駅とか広丘

駅の歩道の除雪を委託していきますとともに、除雪機械の融雪剤散布等除雪の委託を載せてあります。その下の

重機借上料につきましては、除雪機械５６台、塩尻市で委託業者に５６台ありますけれど、それの管理費を計上

させていただきます。そして、下から２番目の備品購入費ですけれど、融雪剤散布機更新が１台、そして新規に

新たに５台、そして除雪機械１台を購入する金額でございます。 

その下の道路維持補修事業の維持応急工事につきましては、各地区の危険箇所補修工事、及び吹雪きよけの設

置工事とかを載せてあります。その下の舗装補修工事につきましては、今まで舗装のパッチで支払いをしていま

したけれど、組みかえをさせていただきまして工事のほうへ載せてありますので、よろしくお願いいたします。 

その下の丸、排水路整備工事につきましては、今村橋の横の一段低くなったところの排水を排除するための工

事を載せてあります。そのほかに３路線ありますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○建設課長 続きまして３目道路新設改良費お願いします。予算書２４２ページから２４３ページになります。

予算説明資料は３５ページからお開きいただきたいと思います。 

道路新設改良費は６億８，０００万円余ということで、補助、起債、単独を合わせて計上されており、対前年

比３億７，０００万円余の増額となっております。国の補助事業、社会資本整備総合交付金事業を積極的に活用

しております。 

それでは、予算書お願いします。白丸の生活道路整備事業につきましては、予算説明資料の３５ページを一緒

に見ていただきたいと思いますけれど、堰西中央線ほか７路線ということで、継続事業３事業、新規事業５事業

ということで、内容につきましては、市道の拡幅改良、待避所の設置、踏切の新設、区長要望の生活道路の整備

等の調査、用地確保、工事を行うものでございます。 

その下の白丸の幹線道路整備事業につきましては、３億４，０００万円余ということで、予算説明資料の３６

ページをお開きいただきたいと思います。一番上段の大沢川第２橋ほか７事業ということで、継続事業６事業、

新規２事業となっており、内容につきましては、橋のかけかえ、補修補強、信州Ｆパワープロジェクト関連の拡

幅改良、待避所設置、舗装改良等の調査、用地確保、工事を行うものでございます。 

その下の白丸、歩道整備事業１億１，０００万円余でございます。予算説明資料は、その下の歩道整備事業と

いうことで一緒に見ていただきたいと思います。上段の堅石通学線ほか２事業ということで、継続事業２事業、

新規１事業となっております。通学路の歩道の新設、調査、用地確保、工事を行うものでございます。私からは

以上です。 

○管理担当課長 それではその下、４目街なみ環境整備事業費、白丸、街なみ環境整備事業２億１，６５４万７，

０００円であります。予算説明資料３７ページをごらんいただきたいと思います。この事業につきましては、平

沢地区重要伝統的建造物群保存地区の住宅密集地において、街なみ環境整備を実施するもので、平沢地区のうち

１２．５ヘクタールにおきまして、道路の美装化約１，５００メートル、排水路整備約４，０００メートル、小

公園約１，２００平方メートルを整備するものであります。３つ目の黒ポツ、不動産鑑定委託料６１万円につき

ましては、排水路整備にかかわります不動産の鑑定業務を委託するものであります。４つ目の黒ポツ、設計委託
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料につきましては、保証物件の調査を実施するためのものであります。次に、一番下の黒ポツ、街なみ環境整備

工事１億９，３５０万円につきましては、道路の美装化、排水路整備、及び公民館の取り壊しを実施するもので

あります。次の２４５ページの黒ポツ、用地取得費８０５万円、及び支障物件移転補償費１，３３５万２，００

０円につきましても、事業の進捗を図るため用地買収、及び移転補償を実施するものであります。 

 続きまして、３項河川費１目河川維持費、白丸、河川改修事業諸経費１６万７，０００円であります。これに

つきましても、市内及び周辺地区で進められております河川及び治水関係事業の事業推進を図るため、各種同盟

会等への負担をするための負担金であります。 

○維持担当課長 その下の河川改修事業ですけれど４９７万円です。一番上の測量設計調査委託料２５０万円に

つきましては、Ｆパワープロジェクトの関係の北熊井の権現川の河川整備工事の委託です。その２つ下の河川改

修工事につきましては、普通河川権現川、これは上西条にありますけれど、それのブロック下の根付工事の実施

です。 

その下の白丸の河川維持諸経費ですけれど、２つ目の河川公園管理委託料につきましては、親水護岸公園の６

カ所等の委託でございます。それで、一番下の河川環境整備工事につきましては、北小野の刈谷沢の普通河川の

河床整備をさせていただきますので、お願いいたします。私から以上です。 

○管理担当課長 続きまして４項都市計画費１目都市計画総務費のうち、２つ目の白丸、都市計画総務事務諸経

費２，２７７万８，０００円であります。下から２つ目の黒ポツ、開発誘導エリア整備促進業務委託料９８０万

円でありますが、予算説明資料３２ページ下段をごらんいただきたいと思います。旧シンボルゾーン大門七区及

び広丘郷原地籍の１３．７ヘクタールの開発誘導エリアにつきまして、市街化編入及び土地区画整備事業の実施

に向けた事業計画作成のための、測量調査を実施するための予算を計上させていただいたものであります。続き

まして、一番下の黒ポツ、都市計画基礎調査業務委託料６８０万円であります。これにつきましても、予算説明

資料３２ページ下段をごらんください。都市計画法の規定により、おおむね５年ごとに都市計画に関する基礎的

な調査を実施するもので、県より市が委託を受け実施するものです。前回平成２１年３月に実施しているもので

あり、この調査において、人口、土地利用、交通量、産業などを調査し、次回の線引き見直しのための基礎資料

とするもので、前回の線引き見直しにつきましては、平成２４年１月に実施され、次回線引きにつきましては、

平成２８年を予定しているものであります。続きまして、２４７ページ一番上の黒ポツ、新産業団地調査委託料

５００万円であります。この業務につきましては、野村桔梗ヶ原地区の土地利用につきまして、基本計画の策定

のための基礎調査を実施するための委託料であります。 

 続きまして、その下の白丸、都市緑化推進事業２４９万円につきましては、都市の緑化を推進するため、緑地

整備、記念樹の配布、地域公共緑化木の配布をするもので、開発緑地整備工事として１１２万５，０００円、苗

木代として１３１万５，０００円を計上させていただいたものであります。 

 続きまして、２番目の白丸、まちづくり計画策定事業９３３万８，０００円であります。予算説明資料３９ペ

ージをごらんいただきたいと思います。本事業につきましては、市北部地域の住民サービスの向上と、塩尻市の

バランスのとれた都市構造の構築を目指し、地域住民とともに広丘地区のまちづくりに向け、市街化再生計画素

案、及び広丘支所周辺整備計画素案を策定するものであります。それでは、３つ目の黒ポツ、不動産鑑定委託料

３０万円につきましては、広丘支所拡充に伴う不動産鑑定を委託するものです。その下の黒ポツ、市街地総合再
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生計画等策定業務委託料８５０万円につきましては、先ほども御説明いたしましたとおり、市街地総合再生計画

策定をするための委託料であります。その下の黒ポツ、広丘駅前広告塔建設工事５０万円につきましては、市街

地総合再生計画策定に当たり、地元におきましてワーキンググループを立ち上げ意見等をいただく中で、広丘駅

前に地域のイベントを啓発する広告看板があったらという意見をいただく中で、広告看板の設置にかかわる予算

を計上させていただいたものであります。 

 続きまして、３つ目の白丸、都市計画道路見直し等策定事業２５０万円であります。予算説明資料３３ページ

をごらんください。本事業は、決定済都市計画道路のうち、未着手、未整備の道路、区間について評価を行い、

存続、廃止、変更といった見直しを行うものです。平成２３、２４年度におきましては、評価方法を策定し、変

更、廃止候補路線を抽出、見直し方針案の作成を行いました。平成２５年度におきましては、見直し計画案の作

成、検証、関係機関との協議等を実施していく予定であります。 

 続きまして、４つ目の白丸、広丘駅東口駐車場整備事業５００万円であります。予算説明資料３９ページをご

らんください。本事業は、広丘駅東口に駐車場及び駐輪場の整備を行い、車から電車への乗りかえの促進、及び

通勤通学者の利便性の向上を図るため、パークアンドライドによる駐車場及び駐輪場を整備するもので、平成２

５年度におきましては、工事実施のための測量、設計業務を実施するものであります。 

○維持担当課長 その下２目公園管理費の白丸、公園等管理諸経費の９，６８１万６，０００円の予算を説明さ

せていただきます。６つ下の電力使用料につきましては、街区公園開発緑地３０カ所、そして楢川にある広場２

カ所、そして小坂田公園、北部公園の電気料でございます。そして、その下の上下水道使用料７４６万９，００

０円につきましても、街区公園、小坂田公園、北部公園の上下水道を記載させていただいてありますので、お願

いいたします。続きまして、２４８、２４９ページをごらんいただきまして、上から４つ目、公園管理委託料１，

９６６万２，０００円ですけれど、これは、街区公園と小坂田公園、北部公園、長者原公園の各委託料でござい

ます。その下の公園高木せん定等委託料３３０万円につきましては、街区公園の高木のせん定を計上させていた

だいてあります。それでその下、公園長寿命化計画策定委託料６００万円ですけれど、平成２４年度、２５年度

の公園の長寿命化計画の策定の委託料でございます。下から３番目ですけれど、公園整備工事３，４４４万７，

０００円ですけれど、これは遊具の更新工事、小坂田公園のレストラン棟の中のエアコンの改修工事等でござい

ます。それで、一番下の備品購入費１７５万７，０００円につきましては、小坂田公園のゴーカートの購入、そ

してレストラン棟の液晶テレビ等の備品購入費でございますので、よろしくお願いいたします。以上ですので、

お願いします。 

○建設課長 続きまして、その下の３目社会資本整備総合交付金事業費をお願いします。予算説明資料３７ペー

ジをあわせて見ていただきたいと思います。一番上の白丸事業、都市計画道路整備事業ということで、補助、起

債、単独合わせての計上となっており、５億２，０００万円余ということで、対前年比６億３，０００万円の増

となっております。広丘西通線ほか５事業のうち、継続３事業、新規３事業となっております。都市計画道路の

整備のための調査、用地確保、工事を行うものでございます。 

その下の白丸、防災コミュニティ施設整備事業２億７，０００万円余でございますが、その下吉田区から５，

０００万円の寄附をいただきまして、吉田地区への避難所施設を兼ねた体力づくりを目的としたコミュニティ施

設を建設するものでございます。 
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その下の駅舎等維持管理諸経費お願いします。ここに８００万円余でございますが、これにつきましては、塩

尻駅、広丘駅の市が設置し管理する部分の維持費でございます。私からは以上です。 

○建築住宅課長 それでは、予算書２５０、２５１ページ、説明書は３８ページお願いしたいと思います。建築

指導費でございます。中段の耐震対策等事業１，２３４万円について御説明申し上げます。説明資料の上段にで

すね、耐震対策事業、新たなものが入っておりますので御説明申し上げます。精密診断委託は今までどおりでご

ざいます。耐震補強工事につきましても、６０万円の耐震補強の１３件でございます。その３番目に、特定建築

物耐震診断補助、これが改めて新しく出てくるものでございます。これは議会でも陳情というか、要請等もされ

ておりますので、新たに組んでいるんですが、特定建築物というものがどういうものかと申しますと、当然昭和

５６年以前に建築された鉄筋コンクリートＲＣ、また鉄骨とかそういうものでございまして、３階以上１，００

０平米以上のものを指すものでございます。特に今回はですね、緊急輸送道路、国道１９号、それから２０号、

１５３号とございますが、その中をターゲットを絞ってですね、診断をして、改修の補助はないもんですから、

診断事業をしてみるからやっていただきたいということで、１件の診断のかかる費用が２４７万４，０００円み

ております。これは、建築事務所協会のほうに委託するわけなんですが、建築事務所協会のほうでも積極的に働

いていって、こんだけ補助金あるから改修していただけませんかと、積極的なアピールをする中でやっていきた

いと思っております。それから、その下ですね、非木造住宅耐震診断補助、今まで木造のみだったんですが、当

然非木造、鉄骨等ですね、それに関しても５件予定しております。これは、１件当たり８万６，０００円かかり

ます。これにつきましても診断をして、建てかえは個人費用を使ってもらうわけなんですが、これも積極的にお

願いするような方向でもっていきたいと考えております。 

それから、住宅リフォーム補助事業１，５００万円。これにつきましては、議会のたんびに継続とお願いとい

うこと、また経済建設委員会もそうですし、商工会議所、それからそのほかにも要望がございました。一応平成

２３年、２４年度をもって終了という予定でございましたが、改めて先日の議会の質問でも部長のほうから答弁

をさせていただきましたが、改めて要綱をつくり直し、新規に平成２５年度１年間延長するものとしております。

これにつきましては、補助率は３０％は変えないとして、今まで２０万円以上とあったのを下げて、１０万円以

上ということで枠を下げてですね、中小零細企業者、例えばの話、畳屋さんとか建具屋さんとか、そういう人た

ちもなかなか２０万円というのは大変という御意見も聞いておりますので、その人たちも補助金出せばもらえる

ような形の中で下げていきたいと。それとあと、申請の関係に当たるわけなんですが、もう申請書を簡略にして

いただきたいというアンケートの中の要望もございましたので、実際の見積り、契約書の写しとかそういうもの

は不要にしていきたいと、そのように考えております。これも議会の答弁したように、やはり周知期間が大事で

ございまして、去年は４月９日からやって約１１日で終了しちゃったということがございますので、しっかり周

知期間をとってやりたいと思います。それで、一応部長答弁したとおり４月１５日の広報に出して、５月の連休

明けしっかり見積り期間とって、せいのということでやっていきたいと思っております。 

 それから、次の２５２、２５３ページ、説明資料は３８ページでございます。住宅費でございます。この住宅

費につきましては、９月議会、全員協議会、委員の皆様の御理解のもとに、市営住宅については管理代行、その

他については指定管理ということでお認めをいただきましたので、今４月１日からそういう形で行っております。

特徴的なものにつきましては、この歳入、この住宅にかかわる歳入１億１，１００万円くらい歳入が。 
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済みません、もとに戻ってください。済みません、もう一度。２５１ページに戻ってください。一番下の繰出

金、下水道事業会計繰出金８億５，０００万円。これは、一般会計から繰り出すもの、後々下水道の説明いたし

ます。済みませんでした。 

もとにお戻りいたしまして、収入については、１億１，１００万円については市の会計へそっくり入ります。

収入は収入としていただくという形でやってまいります。その形の中で、長野県住宅公社松本事務所塩尻事務所

っていうのができまして、そこで一連の県住も含めた中で手続きできるような形で４月１日から開設してまいり

たいと考えております。 

それから、市営住宅管理事務諸経費の中で、真ん中あたりに弁護人委託料ってのがございます。３０万円でご

ざいます。今度は住宅の管理とかはそういうのは住公さんのほうへお願いするもんですから、住宅係の仕事とし

ては、やはり今までは長期の滞納、特に悪質な滞納をターゲットを絞りまして、これについてはですね、今まで

そういう裁判とかやってこなかったんですが、ずっと引きずってるものもございますし、財産調査をしてですね、

弁護士の先生と相談したら、これはもうすぐ明け渡し裁判をしろと、もう裁判で決着しなさいよと、片づけてい

ったほうがいいですよと御意見をいただきました。いきなりこれはもう裁判の弁護士に委託するものですから、

裁判になるわけです。当然その前には調停とか、そういう問題はありますが、裁判になった時には、これはまた

また議員の皆さんには御迷惑かけますが、臨時議会等招集しまして裁判に向けていくという形の中で、３０万円

みております。その他、その下のパソコン等使用料は、これは住宅のパソコン等の使用料、これはこっちでみる

ものです。その下の建物購入費、これはですね、毎年入れてます雇用促進事業団を購入した時が９年間で払うっ

てことになってまして、その９分の３の金の９３６万４，０００円に当たります。 

それから、その下の市営住宅管理維持補修費でございます。それにつきましては、公営住宅火災共済分担金、

これはですね、住公さんもそういうのを持ってるんですが、これは市でやってる一括のほうが率的にいいという

ことで、これはもう市のほうで一括やったほうが総体的に安くなるということでみてあります。その下の特定公

共賃貸住宅等指定管理料３７８万９，０００円、これは市営住宅以外、特公賃とか若者定住促進とかそういうも

のでございます。それから、維持補修等委託料２，１２９万円、これにつきましては、住公さんのほうへすべて

本来委託料としてみていくものでございます。その下の市営住宅管理代行料、これは新しくできた市営君石団地

を含めた市営住宅の管理代行委託料でございます。１，４１２万１，０００円でございます。この中には、新た

にエレベーター等が入っておりますので、エレベーターの委託料等新たなものも含まれております。 

それから、その下ですね、市営住宅耐震診断整備事業、説明資料の３８ページ、下から２番目を見ていただき

たいと思います。震災から市民の生命、財産を保護するため昭和５６年以前に設置された市営住宅について耐震

診断を実施する。これは、去年長寿命化計画をつくって、これから耐震のない住宅をどうするかということで検

討していくものでございまして、まず上ノ原団地１棟、これは昭和３８年に建ったものでございます。西原団地、

これ１棟、これ昭和４３年です。これみんな型は同じでありますから１棟でございます。西条団地については、

昭和４５年から４７年、これが１０パターンございますので、１０棟の診断をするものです。牧野団地について

は、昭和４９年から５４年、３棟をかけるわけでございます。いずれにしても、例えばですね、上ノ原団地が木

で、こんなの耐震診断してもって、ないだろうとおのずからわかってるわけでございますけど、もう実際に住人

が入ってまして、空家も１つもないところでございます。いずれにしても、簡単に市営住宅壊すというわけには
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いきません。住人に出て行ってくださいというわけにもいきません。ある程度そういう診断をする中で方向性を

見つけていくということで、耐震診断をさせていただきたいということでございます。 

それから一番下ですね、市営住宅建設推進事業、支障物件移転補償費、これ２４０万円、これは渋沢団地が市

営の君石団地へ行く時に、１戸当たり２４万円の補償金を出すのは４月中の人になるもんですから、１０戸程度

あるものですから計上してあるものでございます。 

それでは、２５５ページをごらんいただきたいと思います。市営住宅跡地整備事業でございます。この市営住

宅跡地につきましては、委員の皆さんには調整区域の中の開発は非常に難しい難しいということで、今までお話

してきました。今まで県と何遍となくかけ合ってきたわけでございますが、平成２４年住宅供給公社のほうへ委

託しまして、今、設計をかけておって、３月いっぱいにできる予定でございます。現況の状況を申しますと、問

題のあったあすこに県営住宅が６２２平米あったわけですが、この無償譲渡、これ了解いただきました。これは

もう無償譲渡で県からいただくということでございます。おおむね１万平米って言ったんですが、結構長野Ｂが

ございまして、１万１，０００平米以上あるという形の中で計画しました。なかなかですね、県は調整区域の開

発は５ヘクタール以上だと、この一点張りでございましたけど、何遍もやるうちにＦ・Ｐプロジェクトが、そう

いう問題が出てきまして、今の考え方は調整区域の人口はふやす必要はないというのが県の考え方なんですね。

市街化区域に人口をふやせばいいんじゃないかと、片丘小学校の人口が減ろうが何をしようが、それは関係ない

ことだということだったんですが、Ｆ・Ｐプロができるということで、６０人の従業員がそこで雇用される、そ

の他また関連の事業で雇用されるということで、Ｆ・Ｐプロにあわせてですね、地区計画を立って、１ヘクター

ル弱の開発についての方向性を認めていただきました。Ｆ・Ｐプロができなければ、これはできなくなっちゃう

わけなんですが、いずれにしてもですね、そういうことに関連づけて、この君石団地だけど開発を認めていきま

しょうということで、都市計画課のほうとも担当者とも、もう話をもって事前の説明をいたしております。です

から、そうは言ってもですね、地域の特徴にあわせたのでいかなきゃいけないもんですから、だいたい道路は全

線６メートルということでやってく。それから区画がですね、これは１区画３００平米１００坪、これはね、調

整区域はどうしても１００坪以上ないと、３００平米以上ないと開発がとれないということで、今、計画してお

りまして、正式なものはこれから出ますので、また委員会の委員の皆さんにも報告して御承認を願わなくちゃい

けないわけでございますが、２４区画、集会所を抜かして２４区画を確保し、平成２５年度にですね、今の市営

住宅の方が、県営がですね、やっとこさ見通しつきまして、８月の終わりぐらいにやっとできるんじゃないかと

いう方向が出ております。今、市営住宅に入れなくてあぶれた人が４人ございますので、その４人がどうしても

９月まで、向こうができないと入れませんので、できた時点で、更地になった時点で壊して、なおかつＦ・Ｐプ

ロから残土５，０００平米から７，０００平米を流用盛土としていただきまして、なるべく経費をかけなくてや

ってこうということで、今、事業計画を立っているところでございますので、また詳細な設計書、また事業計画

書、分譲計画書ができましたら、４月以降にですね、議員様方に御説明して御理解を願っていくと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○農林課長 それでは引き続き、３２４、３２５ページをごらんいただきたいと思います。１１款災害復旧費１

項農林水産施設災害復旧費１目市単農業施設災害復旧費及び、その下の２目市単林業施設災害復旧費、いずれも

４９万７，０００円でございますが、これにつきましては、災害発生時の折に復旧にかかわるところの農業施設、
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それから林業施設の資材費、工事費の目出しの予算でございます。よろしくお願いいたします。以上でございま

す。 

○建設課長 その下、１目市単土木施設災害復旧費をお願いします。これにつきましても、不測の事態に備えま

して、最小限の予算枠を計上したものでございます。 

あともう１点、訂正をお願いしたいと思います。予算書２４８、２４９ページ、予算説明資料３７ページの社

会資本整備総合交付金事業のうち、白丸、都市計画道路整備事業の説明の中で、私昨年より６億３，０００万円

の増と説明しましたが、３億７，０００万円余の増ということで訂正をお願いをします。以上、よろしく御審議

のほどお願いします。 

○委員長 申し遅れましたけれども、本日ですね、経済事業部長、それから都市づくり課長でございますが、イ

ンフルエンザと体調不良で、どうしても迷惑もかけられないし出席できないということでございますんで、御了

承お願いをいたします。 

この際１０分間休憩いたします。 

午前１０時５１分 休憩 

――――――――――― 

午前１０時５９分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

８款の土木費、それから１１款の災害復旧費までを一括で行います。質疑を行います。委員より御質問、御意

見がありますか。 

○中村努委員 ２３７ページの交通安全対策費ですけども、説明の中でグリーンベルト、それから地区要望の交

通安全施設、それから通学路の安全対策工事というふうに出ていますが、これは通学路の安全点検の要望箇所、

一番下はということですが、上のグリーンベルトと地区要望のほう、これは重なってる部分はありますか。 

○委員長 答弁を求めます。 

○維持担当課長 重なってはいませんので、お願いいたします。 

○中村努委員 そうすると、グリーンベルトの設置とかは、特に出てこなかったということです。 

○交通係長 交通係の宮原です。このグリーンベルトの関係につきましても、昨年の８月の緊急点検におきまし

て、要望が出た箇所を箇所づけをしてありまして、７カ所予定をしております。 

○中村努委員 地区要望から出てる安全施設は、どんな感じですか。 

○委員長 答弁を求めます。 

○維持担当課長 地区要望につきましては、各地区からカーブミラーの設置、補修、そしてガードレールの補修

とか新設の要望が上がってきています。 

○中村努委員 それが安全点検の要望と重なってるものがあるかどうかっていうこと。 

○維持担当課長 安全点検とは重なっていませんので、お願いいたします。 

○中村努委員 ちょっと要望ですけど、この辺で点検に基づいて箇所づけしてあると思うので、あとで結構です

ので、一覧にしていただければありがたいですが、いいです。 

○委員長 資料にして箇所づけのところ出してほしいということですが、どうでしょうか。 
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○維持担当課長 わかりました。後で提出します。 

○委員長 ほかにございませんか。 

○中村努委員 開発誘導エリア、２４５ページ、区画整理の測量調査ということですが、この区画整理の進捗状

況とか、どんな予定があるのか教えてください。 

○計画係長 開発誘導エリアにつきましては、場所は郷原と大門七区にまたがる１３．７ヘクタールであります

けども、このうちの地権者が７４名おりますけども、この方たちにこの市街化編入、あと区画整理を実施するに

当たりまして意向調査等を行っております。そのアンケートの結果が出ておりまして、まだその同意率があまり

上がってこないということがありまして、今現在反対されている方もいますので、その方たちに対しまして説明

を行って、同意をいただくような方向で話を進めております。 

○中村努委員 その同意を得る、出た結果にかかわらず測量は、実施はするということですか。 

○計画係長 事業を実施するに当たりましては、相当数の同意が必要であるということでありまして、地権者の

皆さんがまとまって準備組合等できたら、市のほうに事業の実施に当たりまして援助申請等を行った場合につき

ましては、測量等の段階に進んでいくということでありまして、また実施されるということであれば測量等を行

うということであります。 

○委員長 ほかにございませんか。 

○青木博文委員 ２３９ページですが、地域振興バスの運行の委託料の件なんですが、昨年は７，５００万円ほ

ど予算取ってあるんですが、今年は７，１００万円ですが、ちょっと利用状況は改善されたのかお聞きしたいで

す。 

○交通係長 利用状況につきましては、２月現在なんですけども、６％増というぐらいの利用状況でございます。

予算額が減額されていますのは、今年度地域公共交通会議を開きまして、地域公共交通確保維持改善事業という

国の補助制度を平成２５年度活用するような形を考えておりまして、補助内示額が４７３万円見込んでるという

ことで減額になっております。 

 追加ですけども、この補助につきましては、補助対象事業者がアルピコ交通になりますので、アルピコ交通が

補助申請をしてアルピコ交通が補助金をもらうと、補助金をもらった分を委託料のほうから控除して支払うとい

うふうに考えております。 

○青木博文委員 わかりました。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○副委員長 続きまして２４１ページの下の段で排水路整備事業、これ聞き違いだったら訂正してもらいたいん

ですが、今村橋の南側の海抜ゼロメートル低地帯じゃいけない、そこの話ですね。 

○維持担当課長 そのとおりでございます。 

○副委員長 大変ありがとうございます。地元からもずっと要望が出てるところでございまして、雨が降るたび

に浸透しちゃって。具体的に排水路はどのようにやられるか、ちょっと地元に帰ったらまた説明してあげないと

いけないものですから、ちょっと具体的にわかれば教えてください。 

○維持担当課長 今、今村橋の東側の地域につきましては、浸透ますで雨水処理してるんですけれど、能力の限

界があるもんですから、浸透ますの横に排水ポンプのピットをつくりまして、排水ポンプで四ヶ村堰のほうへ排
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水する予定でございますので、お願いいたします。 

○副委員長 ありがとうございました。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○中村努委員 ２４７ページのまちづくり計画策定事業ですが、市街地総合再生計画等策定業務委託料というこ

とで、広丘支所周辺整備の計画とういうふうな説明と、その上の不動産鑑定委託料ということで、広丘支所の拡

充のための不動産鑑定っていう説明があったんですが、このまちづくり懇談会ですかね、そこで広丘支所につい

ては改築をしてほしいというような話にはなってるかと思うんですが、その辺の、ここで不動産鑑定をするって

いう意味を教えてください。 

○広丘まちづくり推進室主任 ただいま質問いただきました広丘支所につきまして、平成２４年度にワーキング

グループ、それと地区のアンケート、支所の利用者アンケートをとりまして、現在の広丘支所では、駐車場、ま

た、利用に対して中が手狭であるし、老朽化が著しいということで御意見をいただいておりますので、その広丘

支所改築に当たります計画の段階で拡充という意見もございますので、その辺も含めました不動産鑑定料をここ

に計上してございます。 

○中村努委員 この不動産鑑定をする対象は何ですか。 

○広丘まちづくり推進室主任 今、広丘支所、現在駅前に建っておりますけれども、その周辺を拡充したいとい

うことでございまして、具体的に申し上げますと、広丘支所から東側の土地を現在予定しておりまして、そちら

を予定しております。 

○中村努委員 東側の民地ですか。 

○広丘まちづくり推進室主任 民地でございます。 

○委員長 ほかにございませんか。 

○横沢英一委員 ちょっとお聞きしたいんですが、Ｆパワープロジェクトの北ルートっていうルート、今考えて

検討されてるということで、この前篠原担当部長言っておられましたけれども、この間の話ではですね、長野自

動車道の西側に県道の新茶屋塩尻線があると思いますが、それは千本原まで来てるんですが、その先は一応認定

上は東側を通ってタッチということになってるわけですが、もしかしてこれがですね、設計協議やなんか整って、

あのまままっすぐ通過して主要地方道松本塩尻線を通ってその先へ抜けて左へ左折してったと、この前ちらっと

そんなような説明だったと思うんですが、そうなりますとですね、大沢川にかかってる橋を、今の、この前まで

の説明ですと、長野自動車道の東側を、あそこの橋梁を改良するというような計画もあったようですが、今度は

西側も改良するってことになりますとですね、橋が２つ短いところでかけかえになると思うんですが、今、検討

中ですからまだしっかり決まってないにしても、そういうような時には２橋ともかえられるわけでしょうか。そ

れをお願いします。 

○建設課長 委員御指摘の中央道の西側の側道でございますけれど、現在これは、今のところ予算的にはゼロ予

算となっており、今追加要望のほうを県のほうにお願いしてるところでございます。その調査費を見たところで、

またその橋梁等の構造等も見ながらやっていきたいと思っております。 

○横沢英一委員 済みません、仮定上の話で誠に申しわけございませんが、この間の話ではそういうような説明

もあったもんですから、そういうふうにした時に、将来やっぱり検討する中でですね、両方を短い中で２つの橋
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梁をかけかえされるのか、そこら辺をと思ってお聞きしました。 

○建設課長 大変失礼しました。現在の東側ルートは、Ｆパワーの運搬専用ということで整備をし、西側のほう

は現在もエプソン関係の通勤路としてもかなりの交通量があるみたいです。それを踏まえながらも、両方とも整

備をしていく予定でございます。 

○横沢英一委員 わかりました。まだ、そこら辺までしっかり決まっておらないと思いますので、そこら辺は十

分検討していただいてですね、やはりどっちかに重点を置いてくというような目線も必要かと思いますので、あ

の近い距離ですね、３０メートルか４０メートルぐらいのところで２本かけるっていうのは、いかがなものかと

思いますので、そこら辺を研究していただいて、いい方法をあれしていただきたいと思いますが、よろしくお願

いします。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○副委員長 ２５３ページ、先ほど御説明ありました市営住宅管理事務諸経費の弁護人委託料です。その中で、

悪質滞納者対応っておっしゃってましたが、悪質滞納者は何人ぐらいいらっしゃって、幾らぐらいの滞納金があ

るのか、ちょっと教えていただければと思います。 

○建築住宅課長 その悪質の基本というか方針ですね、私ども考えているのは、お金もあるのに逃げて歩いてる

方がおられます。滞納の中でもですね、分納制約してもらって、中にはですね、保証人がお金を払っていただい

てる、そういう気の毒って言っては何ですけど、私どもからそんな言い方しては申しわけない、そういう人がい

ます。これについてはですね、弁護士先生とも具体的な例を挙げてですね、お話しました。これは、せっかく裁

判やるんだから取れなきゃ何にもならないじゃないかと、先生のほうの言い方は。徹底的にその資産を調べて押

さえるもの、キャッチできるものが確実にある、それから調停にもってったら、これはいけるものというような

形の中で、お金もあって要は出せないと。変な言い方なんですが、通達でもですね、市営住宅の公営住宅法の中

で、お金、お金がないって言っても通帳で隠し資産があるじゃないかという通達も来てますので、そういうのも

勉強しながらですね、今度は市の職員の仕事は、こういう時にシフトを変えてですね、ターゲット絞って確実な

線でやって、多分裁判を向こうがするってことは、お金がなければもう手を挙げちゃいますから、裁判になるっ

てことは争うってことになってきますので、そういうのを絞りながら、また研究しながらやっていきたいという

考えを持ってますので、よろしくお願いします。 

○横沢英一委員 何人ぐらいいらっしゃるんですか。 

○建築住宅課長 悪質って、それは難しいんですが、逃げて歩いたりですね、いる方は５人ばかりはいます。 

○委員長 いいですかね。 

○議長 ２４３ページ、説明資料の３７ページの街なみ環境整備事業ですけど、これ３カ年計画で６億７，００

０万円っていう大きな事業費なんですが、具体的にこの平沢地区をどういうふうにしようという計画で、これだ

けの事業費を挙げてるわけですか。 

○広丘まちづくり推進室主任 この平沢地区の街なみ環境整備事業ですけれども、ただいま議長さんおっしゃら

れたとおり、３カ年で約７億円近い事業費がかかっております。平沢地区につきましては、平成１８年に国の重

要伝統的建造物群保存地区に指定されておりまして、その地区内を平沢街なみ環境整備も１２．５ヘクタールで、

同一エリアとして位置づけております。長年楢川村時代から懸念でありました水路、どうしても地区の東側の、
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国道挟んだ東側の山水がすべて平沢地区の中に流れ込んできてしまうということで、雨が降ったりしますと地区

内が水があふれたり、あと一部民地の下を通ってるような水路もございまして、そちらがあふれたりするという

ことがございまして、まずその水路整備をしていこうということで話がありました。街なみ環境整備事業なもん

ですから、あわせまして地区内の観光施設があるもんですから、道路の美装化、それと歴史的風景にあった外灯、

案内板の設置等を予定しております。以上です。 

○議長 それと、先ほどの説明の中で公民館、幽霊屋敷のような公民館が駅前にあるんだけども、それを取り壊

して整備をしていくということなんですが、これはいわゆる公園化して整備を進めてくということでいいわけで

すか。 

○広丘まちづくり推進室主任 済みませんでした。公園の整備も含まれております。平沢の駅前、現在議長さん

おっしゃられましたように旧公民館がございまして、お客様等おりてすぐに古びた公民館がございますので取り

壊しまして、そこを小公園の整備ということで、公衆トイレ等含めた形で整備を行ってまいります。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○中村努委員 ２５３ページの市営住宅の耐震診断ですが、先ほどの説明だと耐震診断をして、見るからに耐震

性はないってわかりきっていて耐震診断をするんだけど、その後耐震工事をする目的でやるというような感じの

説明ではなかったんですが、これは必要があれば耐震工事までやるという方向性でいいんでしょうか。 

○建築住宅課長 例えばの話で申しわけないんですが、横沢委員がちょっといる中で、上ノ原っていうのが昭和

３８年あるわけなんですが、これ全員入ってます。公営住宅法では、勝手に取り壊しちゃいけないっていうよう

になってるんですね。理由をつけて、どうしてもこれはもうだめだから取り壊して、その人たちのためにまた何

か考えていかなきゃいけないっていうことを出さなれば、その廃止がなかなか難しいんです。一応、上ノ原、木

でできてますので、一応耐震診断やってみてですね、今、耐震工事もですね、中に鉄骨の枠入れて、四角くすぽ

って入れちゃって、それで下の土間のほうですか、そこまで差し込めば耐震とれる場合もございますので、一応

耐震診断して、これはどういう耐震診断で、どういう工法をやると１．０になるかってところまで出していただ

けますので、それで検討していきたいと考えております。ですから、できるかできないか、やる価値がないかど

うか、そこまで調べるということで、ほとんどカンペラっていうんですかね、ブロックで積んだ昔の昭和４３年

以降のは、県も耐震診断やったんですが、耐震はとれるそうです。一応ことしと来年でもって、やるという考え

を持ってますので、よろしくお願いします。 

○中村努委員 ちょっと目的が、耐震工事をするための診断なのか、取り壊しをするための理由づけの診断なの

か、その辺がはっきりしないんですが、どっちですか。 

○建築住宅課長 これは、リフォームをできるかできないかというので、要は維持していくための耐震診断でご

ざいます。 

○委員長 ほかにありませんか 

○青木博文委員 除雪機の件で、ちょっとお聞きしたいんですが、行政で１台くらい持つことは、私は必要だと

思うんですが、現在５６台買い上げてるって聞きましたが、あと何台ぐらい足りないのか、ちょっとお聞きした

いんですが。 

○維持担当課長 先ほど説明不足で申しわけありませんけれど、除雪機械の購入につきましては、各業者１５年
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以上の機械持ってるところが５割ぐらいあるもんですから、それの除雪機械の更新に充てようと思っていますの

で、お願いいたします。 

○委員長 今後のあれでしょう、購入についてだよね。 

○維持担当課長 済みません。実施計画につきましては、毎年１年ずつ新しく購入していく予定を上げてありま

すので、お願いいたします。 

○青木博文委員 ということはあれですか、毎年１台ずつ行政で買ってくということですか。 

○維持担当課長 そうです。毎年１台ずつ購入をしていく予定ですので、お願いいたします。 

○委員長 建設事業部長、毎年買っていくということですが、その辺ちょっと説明していただけますか。 

○建設事業部長 今、加藤課長のほうから申しましたが、私どもですね、今、市民の安全安心の提供ってことで、

除雪機の更新が非常に難しいという利用者のお声と、オペレータがいないということがございましてですね、非

常に機械が古くなっておりますので、その機械のためにですね、更新が可能じゃないと、更新が難しいという業

者に対しましては、そういう協会からの意見がございますので、そういう協会の中において財政計画と整合を図

る中で、とりあえず３カ年の実施計画の間では、毎年１台ということでございますので、それ永遠と続くわけじ

ゃありませんので、それはよろしくお願いします。 

○委員長 よくわかりました。ほかにございませんか。 

○青木博文委員 例えばですね、どんな機種を買うような、ちょっとそれだけ聞きたいんですが。これ、例えば

ですね、レンタルっていう方法もあるわけなんですが、レンタルをします場合、大体月４０万円ぐらいかと思い

ますがので、４カ月借りますと１６０万円ですので、そんな例えでいきますと、どんな機種を選考されるのか、

ちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○維持担当課長 除雪ドーザと言って、雪をこう押してく機械ですけれど、８トン級を予定しております。 

○建設事業部長 今、加藤課長が申したとおりでございますが、その機械がですね、除雪だけじゃなくてですね、

災害時も対応できるようにですね、業者のとこに置きまして一年中フル回転させていく。それと、リースとの関

連につきましてもですね、私どもリース会社といろいろ検討しましたんですが、購入したほうが安いということ

でございますので、購入させていただきますので、よろしくお願いします。 

○中原輝明委員 それは結構なことだが、問題はね、どんないい機械買っても飛んで歩くじゃいけないだ、雪の

上、ちゃんと下からかかなきゃ。その指導ってのは誰がするかってことになるんだけど、オペの関係もあるがさ、

これからそこの辺を気をつけて、どんないい機械買っても、これが飛んで歩いてもかいたことになっちゃう、そ

この指導をよろしくやっていただきたい、これ要望だ。答えはいらない。 

○委員長 ほかにございませんか。 

○中原輝明委員 それじゃ、副市長にちょっとお尋ねするがね、この予算を見ると以前と違って、委託料がどん

どんふえてるような気がするがさ、優秀な職員がいるもんで、１０万円や２０万円の委託料は職員にやってもら

うだ。それで、５００万円のその駐車場、どっか広丘駅のこっちじゃない、広丘駅の南のどこかへつくるって５

００万円だかあるわけだが、前に５００万円くらいの設計をして、委託した業者の図面を見ると次の段階どうし

たらいいかってことはわかるわけ、職員が。こんな優秀な職員使わなきゃだめだよ。それで最近は、委託料がめ

ったふえて、楽するなんて優秀な職員のみそが腐っちゃう、使わなきゃ。おれは、それは期待していいと思う、
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職員に。例えば、前段に去年５００万円の駐車場つくったとしたら、地形もすべてわかるもんで、それを勉強し

て基礎にして、測量すれば完全なのはできるよ。そういう指導をしていただきたいが、いかがですか。 

○副市長 御指名ですので、私のほうから答弁させていただきますが、正直申し上げましてですね、今回もそう

でございますが、土木費、インフラ整備全般に約３０％予算をふやしております。これは、安全安心ということ

で、特に橋梁、それから道路等々に関しまして相当事業量がふえておりますし、その反面ですね、なかなか技術

職の確保が、こういう御時世でございますので、思うようにならないというようなことがございます。したがっ

て、その分特に大きい事業につきましては委託をしていくというふうな方針でやっております。しかしながらで

すね、庁内に土木、建築、建設関係の技術をしっかり定着させて、水道もそうですが、そういうことは非常に大

事でございますんで、私どももですね、職員に勉強していただいて、できるだけ設計に関与をしていただいてで

すね、技術的な水準を高めていくということは、普段からそういうふうにしているつもりでございます。これか

らもですね、それ以上に事業が今ふえておりますんで、こういう状況の中で御理解をいただきたいと思いますけ

れども、こういうことは重々心得ておりますんで、これからもそんな方針で臨みたいというふうに考えておりま

す。 

○議長 もう１点お願いします。説明資料のね、３５ページの生活道路整備事業の関係で、新規事業として奈良

井踏切の新設、これも平成２８年までの計画で約３億円出てますけど、これはあれですか、あそこはすごい通行

量があって危険箇所なんですが、どういった踏切にしてくわけですか。地下か何かで掘ってくわけです。 

○建設課長 現在、奈良井宿を横断してる観光客の方がおられて３カ所ありまして、それが危険だということで、

ＪＲのほうから廃止を言われてます。それで新たに、塩尻駅寄りのところに１カ所踏切がありまして、そこの踏

切を撤去して楢川中学を迂回する関係で、現在、概略設計を行っております。またその中で、ＪＲとの詳細設計

を見た中で、また御相談したいと思っております。 

○議長 そうすると、今ある、あそこに駐車場あるじゃんね、それから、渡る踏切も廃止するっていうことです。

それは残すってこと。 

○建設課長 済みません、あそこに３カ所ございまして、そのうちを１カ所に集約するということでございます。 

 失礼しました。もう１回お願いします。４カ所踏切がありまして、それを１カ所に集約するってことです。 

○議長 それで、その３億円の事業費っていうのはどこへ使うわけ、どういう事業に使うわけ。 

○建設課長 新たに踏切を撤去する部分と、新たに道路をつくる部分、迂回道路をつくる部分でございます。 

○建設事業部長 今、百瀬建設課長が申したとおりでございますが、ＪＲの場合ですね、新しく踏切を１つ新設

すると、その間で１つ廃止をしなければいけないということがございましてですね、楢川中学のところにかかっ

てる１つの踏切がございましてですね、それ地元と調整してですね、そこをちょっと廃止する方向でございます

ので、今その設計してるところでございます。 

○議長 向こうが。 

○建設事業部長 そうです、廃止して、それで、そこに１本、１つつくる。１つ新設して１つ廃止する。 

○委員長 いいですか。ほかにないですか。 

私のほうからちょっと質問したいわけですが、百瀬建設課長にちょっと聞きたいですが、東幹線ですが、今、

吉田地区が順調に進んでいるわけでございますが、その南の野村はですね、引き続いて南のほうへやってもらえ
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るかどうかということの確認をしたいということであります。ということは、ことしの区の総会の事業報告の中

に、平成２６年度には野村まで終了する予定というようなことが載ってたもんですから、その辺のちょっと進捗

状況をお願いしたいと思います。 

○建設課長 予算説明資料の３７ページをお開きいただきたいと思います。中段に都市計画道路整備事業という

ことで表がありまして、広丘西通線から５段目の広丘東通線野村地区ということで、新規で平成２５年度事業１，

２００万円ということで、設計調査費を盛らさせてあります。一応ここに期限としましては、平成２５、２６年

度で行う予定でおります。以上です。 

○委員長 予定ということで、わかりましたが、いずれにしてもセイコーエプソンへですね、１時間くらいのう

ちに４，０００台という車が四方から来てとまるということで、現在、吉田がかなり進んでますが、地元の通る

人もこういうぐあいに早く広げてもらえれば、散歩もいいし、それから車のすれ違いもないということで、ぜひ

野村まで早くやってもらえっていうようなことを通行してく人からも言われてますんで、その辺のところよろし

くお願いをいたします。要望で結構です。 

 ほかにございませんか。よろしいですかね。 

 ないので、一括して討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、一括して採決を行います。議案第２３号については、原案のとおり認めることに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２３号平成２５年度塩尻市一般会計予算中、歳出４款衛生費中１項保健衛生

費６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労働諸費４

目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費の予算につい

ては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第２７号 平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算 

○委員長 議案第２７号平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算を議題といたします。説明を求めます。 

○施設担当課長 それでは、平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算をお願いいたします。会計予算書の

４５４ページをお願いいたします。予算説明資料につきましては、５７ページをあわせてお願いいたします。そ

れでは、議案第２７号平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算でございます。歳入歳出予算第１条歳入歳

出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４，０８６万２，０００円とするものでございます。前年予算の１２．

７％増、１，５８３万６，０００円の増額となります。第２条地方自治法第２３０条第１項の規定により起こす

ことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法につきましては、４５７ページをごらんいただきまして、

第２表地方債によるものの２，２５０万円でございます。 

それでは、詳細につきまして、４６１、４６２ページをお願いいたします。２歳入１款使用料及び手数料でご

ざいます。１項使用料１目簡易水道使用料４，７８３万４，０００円でございます。右ページ１つ目のポツ、簡

易水道使用料（現年度分）４，６９９万３，０００円でございますが、平成２４年度使用料収入の調定見込額に
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人口増減率を乗じた額としてございます。 

次の２款国庫支出金１項国庫補助金１目簡易水道費国庫補助金７５０万円でございますが、簡易水道施設建設

事業配水管布設工事の補助金でございます。 

次の３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金５，９７３万２，０００円でございますが、一般会計か

らの繰入金でございます。 

続きまして４６３、４６４ページをお願いいたします。５款諸収入１項受託事業収入１目簡易水道受託事業収

入３２０万５，０００円でございますけども、平沢街なみ環境整備に伴う給水管布設工事受託収入２３５万２，

０００円と消防防災課の依頼によります消火栓修繕受託工事収入８５万３，０００円、あわせまして３２０万５，

０００円でございます。 

６款市債１項市債１目簡易水道事業債２，２５０万円でございますが、簡易水道施設建設事業配水管布設工事

の対象事業から補助金を除いた総額を起債充とするものでございます。 

続きまして４６５、４６６ページをお願いいたします。歳出でございます。１款経営管理費１項総務管理費１

目一般管理費でございますが、右ページ３番目の丸、一般管理事務費４０３万３，０００円の主なものでござい

ますが、５番目のポツ、使用料徴収・収納委託料２４３万７，０００円につきましては、使用料徴収・収納委託

料として水道事業課へ委託するものでございます。 

次に、２項施設管理費１目維持管理費でございますが、右ページの量水器維持管理費１，２７１万４，０００

円の主なものでございますが、２番目のポツ、検満メーター取替委託料２８６万１，０００円につきましては、

検定満期メーターの取りかえ４７７カ所を委託するものでございます。次のポツ、メーター費９１５万８，００

０円につきましては、新設、破損、検定満期メーターなど７１７個のメーター購入費用でございます。 

次の丸、浄水施設等維持管理費９９３万４，０００円の主なものにつきましてでございますが、３番目のポツ、

電力使用料２６０万１，０００円につきましては、楢川浄水場ポンプ室等の施設電気使用料でございます。下か

ら２番目のポツ、水質検査委託料３６４万円でございますが、水道法第４条に基づく原水、浄水の水質検査委託

料が主なものでございます。 

４６７、４６８ページをお願いいたします。右ページの丸、簡易水道施設整備維持管理事業８９１万９，００

０円の主なものでございますけども、２番目のポツ、管路補修等工事８００万５，０００円の主なものにつきま

しては、収入のほうでも御説明申し上げましたけども、平沢街なみ環境整備に伴う給配水管布設内工事２２０万

５，０００円、減圧弁の設置３００万円、漏水調査等にかかわる漏水修理２００万円、消防防災の依頼による消

火栓修繕８０万円でございます。 

次の丸、簡易水道施設情報化推進事業８００万円でございますけども、楢川地区の水道施設管路情報をデータ

化するための絵図作成費用として８００万円でございます。 

次の２款建設改良費１項建設改良事業費１目施設建設事業費ですが、右ページ、簡易水道施設建設事業３，０

００万円につきましては、予算説明資料５７ページをあわせてごらんいただきたいと思いますけども、配水管等

布設工事費は国庫補助事業で行っております国道１９号桃岡橋から長瀬までの国道の歩道に、連結管１５０ミリ

を３１５メートル布設するものでございます。また、連結管につきましては、平成２５年度で楢川地区の連結管

の布設完了を目指すものでございます。 
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３款公債費１項公債費１目元金ですが、右ページ、長期債元金償還金３，６１７万９，０００円でございます。

２目の利子ですけども、長期債利子償還金２，０１９万２，０００円でございます。私からは以上でございま

す。よろしく御審議のほどお願いいたします 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見がありますか。 

○横沢英一委員 昨年の説明でいきますと、この簡易水道の関係ですが、２つの浄水場を１つにまとめていくっ

ていうことで、既に本管がつながってるっていうような説明だったと思うんですが、既に１年たってるわけです

が、計画の時にはですね、それぞれメリットは相当あったと思うんですが、実際つながってですね、効果の部分

で、どんなような成果が上がっているのか、そこら辺はどうでしょうか。 

○委員長 答弁を求めます。 

○施設担当課長 今、御説明、成果の関係ですけども、まず、楢川浄水場、贄川浄水場という形で２カ所の浄水

場を、楢川浄水場１つにしたということで、贄川浄水場の薬品関係、動力費関係、施設関係につきましては、削

減されております。それとあと、こちらの先ほど説明申し上げました配水施設整備事業の配水管のほうですけど

も、これにつきましては前回の時もお話をさせていただきましたように、既設の管が入っておりまして、それが

昭和５７年の古い１００ミリの管でございますので、それを１５０ミリの管に布設がえをして、平成２５年度に

連結管の接続がすべて終わって、水の流れが正常になるということでございますので、施設管理のメリットにつ

きましては、楢川浄水場ろ過膜の施設を使っておりますので、従前に比べまして非常に安定、安心した供給をで

きてるという状況でございます。ですので、贄川浄水場の施設管理費については削減してございますので、よろ

しくお願いします。 

○横沢英一委員 結構です。 

○委員長 ほかになきゃ私のほうからちょっとお願いしますが、もう余すところ、この工事は平成２５年度がピ

ークでありまして、あと平成２６年度以降８，０００万円くらいですか、工事くらいでありますが、８００万円

か、失礼しました、でありますが、有収率は、どのように上がってきてるか、最近のちょっと傾向だけ、一つの

成果として判断したいので、お願いします。 

○施設担当課長 楢川地区の有収率につきましては、平成２２年度が７９．１％、平成２３年度は８２．３％と

いうことで上がってございます。本年度、現在楢川地区の漏水調査を委託実施してございまして、漏水調査実施

中ですけども、中の漏水調査の中間報告ですけれども、２カ所ほどの漏水調査結果が出てるということですので、

漏水のほうは大分おさまってきているという状況でありますので、平成２４年度の有収率につきましては、ふた

をあけてみなければわかりませんけども、ほぼ横ばいかくらいでいけるんではないかなというふうには思ってお

ります。 

○委員長 ありがとうございました。ほかにございませんか。 

○中村努委員 今の有収率の関係ですけど、ちょっと市の上水道のほうの有収率は、今どのくらいなんですか。 

○施設担当課長 上水道のほうですけども、上水道につきましては、平成２２年度が７９．６％、平成２３年度

が７９．６％と横ばいできてございます。 

○中村努委員 簡易水道のほうがよくなってきてるという感じを受けますね。１個だけ確認なんですが、奈良井

宿の水場の水、あれにはもう水道水は入れてないですよね。 
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○施設担当課長 奈良井宿の宿場の水につきましては、消防の詰所の前だけは水道メーターがついていて、水道

の水を使ってるということで、現地の表示もそのようになっております。そのほかにつきましてはすべて、上水

道のほうは切り離してございますので、上水道は出ておりませんので、よろしくお願いします。 

○中村努委員 そのメーターのついたところは、料金はだれが負担してるんでしょうか。 

○浄水係長 １カ所奈良井宿のほうはですね、観光課のほうで払っているものがございますので、それかと思い

ます。 

○委員長 いいですか。観光課のほうで、額はわかります。 

○観光課長 奈良井宿のほうの水場の水は、料金が多分発生していないんではないかと思いますが。そうですか。

観光課。 

○水道事業部長 観光課が公衆トイレと一緒に処理しています。 

○観光課長 大変済みませんでした。詰所のところがですね、常時水を出しっぱなしっていう状況を地元でつく

りました。これは山の水を引いてあります。水道のほうはですね、フラッシュバルブって言うんですかね、押す

形体にして、公衆トイレと合わせて観光課のほうでみております。 

○委員長 よろしいですか。ほかによろしいですかね。 

 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第２７号については、原案のとおり認めることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２７号平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算については、全員一致

をもって可決すべきものと決しました。 

それでは、午後１時まで休憩といたします。 

午前１１時５１分 休憩 

――――――――――― 

午後０時５８分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

○維持担当課長 先ほど中村委員に資料提出するようにって言われましたので、資料提出してよろしいでしょう

か。 

○委員長 それじゃ、資料配付してください。ただいま資料をいただきましたが、課長のほうで特に何か補足説

明か何かすることはございますか。よろしいですか。 

○維持担当課長 昨年８月から１１月にかけて、各小学校、中学校の通学路の安全点検をしまして、一応吉田小

学校から９校あります。その中で急遽平成２４年度に行ったのは、事故とかいろいろありまして、その関係で平

成２４年度に施工したところもありますけれど、年次計画で平成２５年から２７年まで３年間の計画で立ててあ

りますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 この資料に関して、特に御意見ありますか。中村委員よろしいですか。 
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○中村努委員 よくできました。 

────────────────────────────────── 

議案第３０号 平成２５年度塩尻市水道事業会計予算 

○委員長 それではですね、議案審査にはいります。議案第３０号平成２５年度塩尻市水道事業会計予算につい

てを議題とします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、議案第３０号平成２５年度塩尻市水道事業会計予算につきまして御説明いたします。

予算書の１ページをお願いいたします。それでは、１ページの中ほどになりますけれども、収益的収入及び支出

の第３条収入の第１款水道事業収益は、１４億６，２１１万８，０００円を計上し、支出の第１款水道事業費用

は、１４億２，０６８万２，０００円を計上いたしました。 

 次に、資本的収入及び支出の第４条につきまして、２ページをお願いいたします。収入の第１款資本的収入は、

２億２，４９４万５，０００円を計上し、支出の第１款資本的支出は、１１億１，２４１万円を計上いたしまし

た。なお、差引額不足額につきましては、１ページへお戻りください。下段から３行目でございます。不足する

額８億８，７４６万５，０００円は、当年度消費税、地方消費税資本的収支調整額、建設改良積立金処分額、過

年度分損益勘定留保資金で補てんするものでございます。２ページへお戻りください。 

 次に、第５条企業債につきましては、限度額といたしまして２億円とし、片丘浄水場移設更新事業等に充当い

たします。 

 次に、第６条の一時借入金の限度額は１億円といたしました。 

 第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、（１）各項に計上した経費に係る予定額に過不足

を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用ができるものとして定めるものです。 

 次、第８条、議会の議決を経なければ流用することができない経費といたしまして、職員給与費１億４，４４

４万７，０００円を計上いたしました。 

 ３ページをお願いいたします。第９条、他会計からの補助金ですが、市の施策に基づき施工いたしました水道

施設工事の企業債借り入れにかかわります元利償還金であります。市の負担割合に基づき、元利償還金等の一部

を補助金として補てんをしていただいているものでございます。７件で、２，７０９万６，０００円となります。 

 次に第１０条ですが、棚卸資産購入限度額は、メーター費など１，１０６万円といたしました。 

 ４ページから１５ページまでにつきましては、収益的収支、資本的収支の目別の内訳の実施計画、また資金計

画、職員給与費明細書等になります。 

 続きまして、２２ページをお願いいたします。水道事業会計予算説明明細書につきまして、それぞれ担当課長

より説明いたします。 

 それでは、２３ページをお願いいたします。塩尻市水道事業会計予算説明明細書３条予算の収益的収入及び支

出うち、収入の主な内容につきまして税込みで御説明いたします。１１款水道事業収益１項営業収益１目給水収

益でございます。水道料金でございまして、１３億５，６９５万４，０００円を計上いたしました。これにつき

ましては、平成２４年度の調定額をもとに計上したものでございます。 

３目のその他営業収益でございます。２節手数料、こちらにつきましては、諸経費手数料といたしまして１０

０万２，０００円、市道占用、また県道占用の関係６６件でございます。その次のポツでございますが、工事検
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査手数料といたしまして２２９万５，０００円、４６５件分でございます。設計審査手数料１８５万円で４６５

件でございます。督促手数料といたしまして１７５万円、１万７，５００件分を計上し、合計６９３万９，００

０円でございます。 

３節の他会計負担金でございます。こちらにつきましては、消火栓修繕負担金３基分、２５５万９，０００円。

また、下水道使用料徴収経費負担金といたしまして、下水道事業会計より負担していただくもの、計５，５５７

万４，０００円を計上いたしました。 

４節の施設負担金でございますが、新規加入、また口径変更等、計２１９件分で、２，０２６万円を計上させ

ていただきました。 

５節の雑収益でございますが、主なものでございます。簡易水道使用料徴収事務受託収益ということで、簡水

からの予算から２４３万円６，０００円をいただきまして、計３６５万１，０００円を計上させていただきまし

た。 

 ２４ページをお願いいたします。２項営業外収益１目受取利息及び配当金でございます。定期預金３口分の預

金利息といたしまして、４００万５，０００円を計上させていただきました。 

２目の補助金でございますが、一般会計の繰入金が主なものでございます。地方交付税算定規定の繰出基準に

基づくものでございまして、６２０万円と企業債利息償還金３０１万１，０００円で、計９２１万１，０００円

を計上させていただきました。 

５目の引当金戻入益でございますが、水道事業に従事しました職員２名分の金額４５８万３，０００円を計上

させていただきました。 

 それでは、２５ページをお願いいたします。 

○施設担当課長 続きまして、２５ページをお願いいたします。３条予算収益的支出の主なものについて御説明

いたします。２１款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費は、原水の取水から浄水場の稼働、維持管理

などにかかわる費用と、松塩用水などの受水費となり、４億１，９１２万４，０００円を計上いたしました。 

１８節委託料、３，５０１万５，０００円の主なものにつきましては、水質検査委託料は境沢水源など８水源、

床尾浄水場など５つの浄水場などから給水しました水道水につきまして、水道法第４条に基づく原水、浄水の水

質検査委託料として、１，６７１万４，０００円を計上いたしました。下から２番目のポツ、浄水場汚泥処分委

託料につきましてですけども、床尾浄水場など、浄水処理過程で発生する浄水汚泥６５０トンを予定した処分委

託料として、５６３万９，０００円を計上いたしました。 

 次、２６ページをお願いします。ボトルドウォーター製造委託料は、御好評いただいております大分水嶺の地

下水のラベルを更新いたしまして、２万本の製造委託料として１５７万６，０００円を計上いたしました。 

２０節賃借料につきましては、原水の確保にかかわる取水関係の賃借料として、芦ノ田浄水場導水路、上西条

水系強清水の取水にかかわる土地等賃借料のほか、水源整備などにかかわる重機借上料として、１５７万３，０

００円を計上いたしました。 

２１節修繕費につきましてですけども、浄水施設、機器などの修繕にかかわる費用で、施設の稼働状況、設備、

機器の状態などを精査し、床尾浄水場ろ過池の改修、小曽部浄水場老朽フェンスの張りかえ、小破修繕として２，

０７０万円を計上いたしました。 
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２７節補償費につきましては、水道水の安定供給に必要な原水の取水に伴う床尾浄水場、芦ノ田浄水場にきま

す原水確保にかかわる補償費で、６５６万円を計上いたしました。 

 続きまして２７ページをお願いいたします。３２節負担金につきましては、芦ノ田浄水場関係では、沓沢湖運

営委員会との契約による取水調整管理負担金、長崎堰管理負担金、小曽部浄水場関係では、中信平右岸土地改良

にかかわる経費負担など３件、片丘浄水場関係では、片丘浄水場移設更新事業により処理機能の強化に伴い、取

水量の増量にかかわる取水ポンプ電気負担金など、合わせて６７５万８，０００円を計上いたしました。 

３５節受水費につきましては、長野県企業局から松塩水道用水として１日当たり１万６，５００立方メートル、

３６５日分の受水費と、崖の湯の宿の松本市からの受水する費用、合わせて２億８，１７５万１，０００円を計

上いたしました。 

 ２目の配水及び給水費ですけども、給配水管などの管理や修繕のほか、鉛管解消などの費用で１億１，８６７

万８，０００円を計上いたしました。 

１８節委託料につきましては、洗馬地区を対象に６００戸配水管延長、８キロの漏水調査を予定し、８５万円

を計上いたしました。休業日緊急修理対応当番委託として１１６万３，０００円、給排水設備検査委託料としま

して、給水装置の費用１４５万６，０００円を計上し、合わせて８２６万９，０００円を計上いたしました。 

２１節の修繕費につきましては、鉛製給水管解消を当初計画から１年前倒ししまして、平成３０年までに解消

予定としまして、前年度から１５０件ふやし、広丘、吉田、高出、大門地区を対象に６５０件、６，５００万円

を計上し、平成２５年度末におきます解消件数は延べ５，６４８件、解消件数は６５．７％を予定しております。

そのほか給配水管修繕費は１８０件、２，５２０万円、強清水水源の補修にかかわります水路改修９０メートル、

３７８万円を計上し、消防防災課の依頼による消火栓修繕３基２４０万円を計上し、合わせて９，６６８万円を

計上しました。なお、消火栓の修繕につきましては、他会計負担金を充当いたします。 

 次に、２８ページをお願いいたします。３目受託工事費２２節工事請負費につきましては、下水道事業や道路

維持改良事業に支障となる給水管の布設がえ工事費用などで、７３万１，０００円を計上いたしました。私から

は以上です。 

○経営管理課長 ４目業務費をお願いいたします。１８節の委託料でございます。まず、主な内容でございます

が、検針委託料ということで、１年間３９万６，０００件の検針でございます。２，９１８万２，０００円を計

上させていただきました。開閉栓委託料ということで年間７，０００件分、３７４万９，０００円を計上させて

いただきました。水道料金システム等保守点検委託料で、２１２万３，０００円を計上させていただきました。 

２９ページをお願いいたします。先ほどに附記、続きでございます。メーター取替委託料ということで、年間５，

０００件分、１，７４８万３，０００円を計上させていただきました。これにつきましては、計量法に基づきま

す有効期限８年を経過するものの交換でございます。 

次に、１９節手数料、金融機関収納事務取扱手数料といたしまして４０９万５，０００円。内容につきまして

は口座振込、月ですが２万３，８００件分、また窓口取り扱いということで、月２，９００件分でございます。

次のコンビニ収納取扱手数料２５５万６，０００円につきましては、月３，９００件分の手数料でございます。 

次に、２６節材料費でございますが、１，０１４万３，０００円、こちらにつきましては、先ほども申し上げ

ました計量法に基づくメーター８年の有効期限が過ぎる満了メーターにつきまして、平成２６年度分に取りかえ
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る分を平成２５年度末に用意しておくということで、約４，４９０個の購入分でございます。 

 次に、３０ページをお願いいたします。３３節役所負担金の関係でございますが、庁舎維持管理費分担金とい

うことで、人数案分、または面積案分につきまして算出されました水道事業分の負担分として、２２６万２，０

００円を計上させていただきました。 

 ３１ページをお願いいたします。６目減価償却費でございます。有形固定資産減価償却費ということで、５億

２，７６３万７，０００円を計上させていただきまして、内容は、配水池、浄水場、管路等につきましての構造

物が４億５，５６７万９，０００円、また、ポンプ施設、機械設備等につきまして、機械及び装置でございます

が、６，１３２万円を計上させていただいております。 

 ７目の資産減耗費でございますが、他事業工事によって撤去される水道管路等、また、片丘浄水場の更新事業

によりまして除却される費用といたしまして、固定資産除却費２，７３０万円を計上させていただいております。 

 ２項の営業外費用でございます。１目支払利息及び企業債取扱諸費でございます。１節の企業債利息というこ

とで、１億１，３７９万９，０００円を計上させていただいております。この内容は、財務省、また金融機構、

また新規分ということで企業債の支払利息を計上させていただいております。 

２目の消費税でございますが、消費税納税額ということで２９０万５，０００円を計上させていただきました。 

３目の繰延勘定償却でございますが、上下水道料金システム、平成２３、２４年度に実施いたしました開発費

の償却で、３９０万円を計上させていただいております。 

 次に、３２ページをお願いいたします。３項特別損失の３目過年度損益修正損ということで、過去の実績数値

を参考にして４９６万円を計上させていただいております。 

 ３３ページをお願いいたします。こちらにつきましては、４条予算の資本的収入及び支出のうち、収入でござ

います。３１款資本的収入でございます。１項企業債、こちらにつきましては、対象事業費から補助金を控除し

た額のうち約８５％を充当して、２億円を計上させていただいております。 

 ３項の負担金でございます。１目他会計負担金でございますが、消火栓新設工事５基分の負担金で、４８０万

円を計上させていただいております。 

２目の建設工事負担金でございますが、こちらにつきましては、配水管布設替工事負担金ということで、下水

道事業関連の工事費での負担金で、２２５万円を計上させていただいております。 

 ４項の補助金でございます。１目他会計補助金でございますが、一般会計からの繰入金ということで、地方交

付税算定規定の繰出基準によります金額、１，７８８万５，０００円を計上させていただいております。私から

は以上です。 

○施設担当課長 続きまして、３４ページをお願いいたします。４条予算資本的支出の主なものについて御説明

申し上げます。１項建設改良費２目配水施設費１８節の委託料についてですが、片丘浄水場移設更新事業に伴い

ます、既設の片丘浄水場に３３０立方メートルの耐震性のある配水池として、片丘南内田配水池実施設計委託料

９２０万円を計上し、建設中の片丘浄水場から林間工業団地まで送水する送水管用地測量委託として、１，５０

０万円を計上し、また、新たに水道システム再構築事業として、東山水系水道システム再構築事業の基本計画と

なります東山配水池基本計画委託料として、２，７００万円を計上しました。続きまして、吉田地区のブロック

化に伴う長者原踏切のＪＲ推進工事委託料として、５，０００万円を計上し、合わせて１億２５８万円６，００
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０円を計上いたしました。 

 次に、２２節工事請負費では、老朽鋳鉄管の解消工事として、大門を初め５工区６９０メートルを予定し、６，

２４０万円。石綿管解消工事として野村牧野工区１７７メートルを予定し、１，５９０万５，０００円を計上し、

平成２５年度で老朽鋳鉄管と石綿管の解消を予定しております。続きまして３５ページをお願いいたします。附

記の続きですけども送水施設整備事業として、小坂田配水池のバックアップとして柿沢配水池からの連結管１６

０メートル、５２０万円を計上し、新規事業といたしまして、配水池施設工事に伴う通行の安全に支障を来たし

ている市道の舗装本復旧を下水道事業と連携する中で、上水道として吉田、広丘、高出地区の１万平米、５，０

００万円を計上し、合わせて１億３，３５０万５，０００円を計上いたしました。 

 次に、３目浄水施設費１８節委託料ですれども、降雨時や落ち葉等の付着による取水機能が安定しない小曽部

浄水場の取水口を更新するため、小曽部浄水場取水口実施設計委託料９００万円を計上し、小曽部浄水場の浄水

施設にかかわる耐震２次診断委託料６００万円を計上し、合わせて１，５００万円を計上いたしました。 

２２節工事請負費では、浄水施設整備事業として、耐用年数を経過した機器を計画的に更新する費用として、

床尾浄水場動力制御盤更新工事、小曽部浄水場残塩計更新工事など合わせて２，０００万円余を計上し、事後進

捗しております片丘浄水場移設更新事業の浄水池、ろ過池覆蓋、流量計室、場内配管など１億９，２５０万円を

計上し、次の３６ページの附記ですけども、ろ過設備機器やテレメータ監視などの機械器具、電気設備に２億６，

７２０万円、浄水場までの導・送水管布設工事５３２メートル、２，０４０万円、既設配水池への接続配水管布

設７００メートル、１，６２０万円を計上し、導水施設整備事業として、片丘導水管布設工事３００メートル、

１，４００万円、高いところの高所からの水圧を解放するため第３接合井設置工事１，０００万円を計上し、合

わせて５億４，９３０万円を計上いたしました。 

 ４目の受託建設費では、消防防災課依頼の消火栓新設工事５基分４５０万円、下水道公共桝新設に伴う配水管

布設工事として２２５万円、合わせて６７５万円を計上いたしました。私からは以上です。 

○経営管理課長 私からは、同じページになります。２項の企業債償還金でございます。こちらにつきましては、

企業債償還金元金の償還といたしまして、財務省、また地方公共団体金融機構合わせまして、２億３，８０１万

５，０００円を計上させていただいております。 

 ３７ページをお願いいたします。３項の開発費でございます。マッピングシステムの開発といたしまして、庁

内統合型ＧＩＳに対応します上水道のマッピングシステム開発費でございます。なお、こちらにつきましては、

後ほどまた補正もございますので、そちらで詳細説明させていただきます。３，０６０万円を計上させていただ

いております。 

 続きまして、１６ページへお戻りください。予算説明明細書で説明させていただいております。こちらにつき

まして、水道事業予定損益計算書について説明させていただきます。こちらについては、１の営業収益から２の

営業費用を控除いたしました営業利益は、１億８３５万７，０００円となります。次に、ただいまの営業利益に

３の営業外収益を加え、４の営業外費用を控除した経常利益につきましては、７６７万１，０００円で、次に経

常利益から５の特別利益と６の特別損失を控除した、下から３行目になります当年度純利益は、２９５万７，０

００円となります。前年度繰越欠損金を加えました当年度未処理欠損金につきましては、２，５０３万５，００

０円となります。 
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 次に、１７、１８ページをお願いいたします。水道事業予定貸借対照表ですが、最下段になります。資産合計

につきましては、１５８億２，５１３万６，０００円となります。１８ページをお願いいたします。やはり最下

段でございます。負債資本合計でございますが、資産合計と同額の、１５８億２，５１３万６，０００円で、バ

ランスがとれているものでございます。 

以上で、水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議願います。 

○委員長 質疑を行います。委員より御質問、御意見がありますか。 

○横沢英一委員 マッピングの関係なんですが、２７ページで今御説明がありましたけれども、マッピングシス

テムのですね、水道事業組合との共有化、どの程度進んでるのか現状をちょっと教えていただきたいと思います。 

○施設担当課長 水道組合との共有化につきましては、今回のマッピングの更新とあわせまして今後検討してい

く予定でございますので、現在のところはまだ共有化というところまではいっておりません。 

○横沢英一委員 基本的な考え方はどんな考えを持っておられるんですか。 

○施設担当課長 水道事業協同組合のほうからは、今、給水装置の検査業務のほうの委託を水道組合のほうに委

託してございます。それで、事業の進捗していく中で、今後の展開としまして、それぞれまた水道事業協同組合

とのほうとの委託内容の検討をさせていただき、また、拡大できるものについては拡大していきたいという考え

を持っておりますが、その中で、給水装置のこの申請業務のほうにつきましても、組合のほうから研究をしてい

きたいということでのお話がございます。そういったことになりますと、今度給水装置につきましては、本管か

らの取り出し部分につきましては、マッピングのほうの情報がないと対応ができないというような形にもなりま

すので、そういったことも踏まえまして、今後また水道組合のほうとの共有化、またさらに、その水道組合との

共同してできる業務につきまして研究していきたいというふうに考えております。 

○横沢英一委員 ありがとうございました。もう１点ちょっと３５ページを教えていただきたいんですが、小曽

部浄水場のですね、取水口の実施設計委託料っていう形で載ってるんですが、このあれは芦ノ田浄水場の将来の

展望の関係と関係があるんでしょうか。そこら辺をまずお聞かせください。 

○施設担当課長 芦ノ田浄水場の展望というふうに伺われますと、小曽部浄水場のこの更新につきましては、小

曽部浄水場単独での取水の安定を目指したものでございます。 

○横沢英一委員 私ちょっとやっぱり心配なのはですね、烏川の水源がそんなに豊富にあるというような、ある

程度はあるんですが、増量とかそういうようなことも考えておられるわけでしょうか。芦ノ田浄水場との関連の

対策かなんか考えておられるとすれば、そこら辺を教えていただきたいと思うんですが。 

○水道事業部長 当面ですね、今現在の取水量が、御契約いただいている量２，２００立方メートルなんです、

１日当たり。それに対して、今の取水量は１，４００立米程度しかないと。したがいまして、もう少しですね、

取水機能を上げたくば、ここで改修をしていきたいと。直接関係はしてまいりませんが、芦ノ田浄水場につきま

してもですね、機能低下を起こしてるというところがあります。小曽部のほうでもですね、まだ小曽部浄水場の

ほうがまだ新しい施設でございますんで、そちらのほうで、機能いっぱいまでの取水量と浄水ができればですね、

芦ノ田の部分のところのカバーということも可能であるというぐあいには考えてます。 

○横沢英一委員 ということになりますと、今、取水量は確保してあるから、その部分が確実に取れるような施

設にしていくと、そういうことですね。 
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○水道事業部長 そのとおりでございます。 

○横沢英一委員 ありがとうございました。 

○委員長 ほかにございませんか。 

○中村努委員 ３５ページの上水道関連舗装本復旧事業ですけれども、この箇所づけは地区要望から出たものを

やってくということでいいですか。 

○施設担当課長 箇所づけにつきましては、地区要望ということでは、水道の立場ですので、地区要望も一部含

まれてますけども、現地調査をさせていただきまして、その中で実施計画に伴います３年分の路線を調査させて

いただきまして、その中で建設課のほうとも協議をさせていただきながらやってくという形での内容でございま

す。 

○中村努委員 これは県道とかも、市のこの水道事業部でやるんでしょうか。 

○施設担当課長 この舗装復旧につきましては、今、市道部分を考えております。県道につきましては占用条件

の中で、舗装の本復旧が６カ月以降ということで本復旧をやるように指示がありますので、それとはまた別の事

業でございます。それとあと、先ほどの地元要望の関係につきましても、十分尊重していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長 私のほうから１つ、３４ページのＪＲの踏切のところの長者原ですか、推進工事の委託料５，０００

万円載ってますが、具体的にどの辺でどのくらいの間を横断させる計画ですか。 

○施設担当課長 こちらにつきましては、建設課のほうでやっております長者原踏切の拡幅工事に伴います上水

道管の推進工事ということで、ちょうど今の長野銀行さんのあるところから踏切を越えまして奥までの部分を推

進かける予定でございます。 

○委員長 それであれですか、これは昔のようにさや管が６００とか７００を布設して、その中へ本管を布設す

るという、そういう工法ですか。 

○施設担当課長 そのとおりでございます。 

○委員長 わかりました。ほかにございませんか。 

○中原輝明委員 ３５ページのさっきもちょっと質問出たがさ、小曽部水系の取水口実施設計という内容のこと

はいいとしても、それと小曽部浄水場の耐震二次診断委託って、一次診断委託はどこでどんなことやったの。二

次診断って、手前の一次があったはず。何やっただ、これ、一次は。 

○施設担当課長 まず、小曽部浄水場の取水口の関係ですけども、今現在降雨時におけるその落ち葉等によりま

す、その取水のスクリーンに落ち葉がかかりまして、非常に安定した原水をとるのを苦慮してるということにな

りまして、できましたらそれをウォータースクリーンと言いまして、ちょうどこう水の落ち口のところに穴があ

いていて水をとるというような形でのものを設置してきたいということでの取水口の改良と、あと烏の取水のほ

うから沈砂池までの間ですけども、口径が１００ミリの導水管がきておりますので、そちらのほうの、少し閉塞

も考えられるのかなということも考えておりますので、沈砂池までの導水管の更新と、あと沈砂池から浄水場ま

での導水管の更新の設計委託を考えております。 

 それと、小曽部浄水場の二次診断の関係ですけども、水道ビジョンの策定に伴いますところで、一次診断をし

てございます。その中で、配水池につきましては、耐震性があるということで話を聞いておりまして、小曽部浄
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水場の浄水施設、ろ過池、沈殿池等の浄水施設のほうにつきまして、二次診断をかけていきたいという形での内

容でございます。 

○中原輝明委員 何だかわかったようなわからないようなもんだがさ、この小曽部、なんだ、一番上の浄水施設

の実施設計委託９００万円ってあるけれど、これは浄水場の中のこと、入口のこと。 

○施設担当課長 一番上の烏川の取水のところです。 

○中原輝明委員 一番上のか。 

○施設担当課長 一番上です。一番上のところの、小曽部川から主流に入りまして烏川のほうへ入りまして、烏

川から小曽部川のほうへおりてきて沈砂池がございます。その沈砂池から浄水場へ行くまでの、要は浄水場へ来

る前の部分でございます。 

○中原輝明委員 設計委託料の９００万円なんて、９００万円もかけりゃみんなできりゃしない、設計も委託な

くて、本当は。しかし、これは無理な話だぞ。いいわ、よくしっかりやってもらえりゃ結構だ。 

 その次で、各浄水場の小曽部の奥のところの浄水場もそうだし、芦ノ田の浄水場も、外から見りゃうんときれ

いだがさ、目を変えるとまた、たいておぞいだけどさ。あれ目をあいて見てる、あの浄水場、の全体像をさ。入

って行ってもみんなはげてるじゃん、あれは何かしないの。塗装なんて言っちゃいけない、真っ赤じゃん、みん

な。 

○水道事業部長 御指摘のとおりですね、私どもの浄水場は昭和の３０年代から４０年代に構築したのが主なも

のでございまして、非常に外面的にも相当今傷んできておりまして、一応年次計画の中でですね、修繕のほうを

やらさせていただいてます。それとあと今、今回は小曽部のほうでこの実施設計の委託等する中でですね、耐震

診断とあわせまして、その結果によってですね、塗装工事等、修繕のほうを進めさせていただいております。年

次計画ということですが、どうも単年度で一度にできなくて大変申しわけございませんが、十分認識した中でで

すね、そういう対応してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○中原輝明委員 うまい説明だが、認識してって、遠くいっちゃいけないがさ、あれは早くやったほうがね、安

くてできるよ。もう少し目をあいて見てほしいですね。 

○水道事業部長 かしこまりました。 

○中原輝明委員 それじゃ、それ以上申し上げることはないわ。 

○委員長 了解だでいいね。 

○中原輝明委員 了解だ。 

○委員長 よろしいですかね。ないようでございますので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３０号については原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３０号平成２５年度塩尻市水道事業会計予算については全員一致をもって可

決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第３１号 平成２５年度塩尻市下水道事業会計予算 
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○委員長 議案第３１号平成２５年度塩尻市下水道事業会計予算についてを議題とします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、議案第３１号平成２５年度塩尻市下水道事業会計予算について御説明いたします。

予算書の３８ページをお願いいたします。中段になります。収益的収入及び支出の第３条の収入の第１款下水道

事業収益は、２０億３，１６４万円を計上し、支出の第１款下水道事業費用は、２０億３，１６３万４，０００

円を計上いたしました。 

 次に、資本的収入及び支出の第４条でございますが、３９ページをお願いいたします。収入の第１款資本的収

入は７億２９７万円を計上し、支出の第１款資本的支出につきましては、１６億７，２９６万１，０００円を計

上いたしました。なお、差っ引き不足額につきましては、３８ページにお戻りください。下段から３行目でござ

いますが、不足する額９億６，９９９万円１，０００円でございます。こちらにつきましては、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額、また過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てんするも

のでございます。 

お戻りください。次に、第５条債務負担公費につきまして、排水設備改造資金融資斡旋について、定めるもの

でございます。 

次に、第６条の企業債につきましては、限度額について４億２，０４０万円とし、処理場建設費等に充当いた

します。 

次に、第７条一時借入金の限度額は、５億円と定めるものでございます。 

次に、第８条予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、（１）にございます。各項に計上した経費に

係る予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用ができるものとして定め

るものでございます。 

次に、４０ページをお願いいたします。第９条議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたし

ましては、職員給与費７，５８７万２，０００円を計上いたしました。 

次、第１０条ですが、たな卸資産購入限度額は、マンホール鉄蓋等で２６５万円といたしました。４１ページ

から５２ページにつきましては、収益的収支、資本的収支の目別の内訳の実施計画、また資金計画、職員給与

明細書、債務負担行為に関する調書になります。 

続きまして、５９ページをお願いいたします。塩尻市下水道事業会計予算説明明細書になります。６０ページ

をお願いいたします。下水道事業会計予算説明明細書３条予算の収益的収入及び支出のうち、収入の主な内容に

ついて税込みで説明いたします。１１款下水道事業収益１項営業収益１目下水道使用料につきましては、平成２

４年度の調定見込額をもとに算出し、１４億１１０万円を計上させていただきました。 

２目の他会計負担金につきましては、地方公営企業繰出基準により一般会計から負担すべきものとされてるも

のでありまして、一般会計の財政状況により本年度につきましては、３条では６億２，２００万２，０００円、

なお、また４条からにも出てまいりますが、４条２億２，７９９万８，０００円、合わせまして本年度につきま

しては、８億５，０００万円を一般会計から負担させていただいております。 

４目のその他営業収益でございますが、そのうち３節の雑収益になります。農業集落排水事業脱水ケーキ処理

委託負担金として、４４３万５，０００円を計上させていただいております。 

２項の営業外収益５目の雑収益につきまして、６１ページの３つ目のポツですが、建設廃材売却益ということ
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で、８３万２，０００円、合計１４４万２，０００円を計上させていただいております。こちらにつきましては、

浄化センターの第２期改築事業におきまして、建設廃材が、また鉄くず、被覆線、ステンレス等の売却益とした

ものでございます。 

次に、６２ページをお願いいたします。 

○浄化センター所長 それでは、６２ページをお願いいたします。３条予算の収益的収入及び支出の支出でござ

います。１目の管渠費でございます。６，８６３万６，０００円でございます。その主なものにつきましては、

通信運搬費２２１万２，０００円でございます。電話料でございます。これにつきましては、マンホールポンプ

場の警報装置の通話料ということで、２２０万円ということでございます。 

その下の１８節の委託料でございますが、２，７０５万８，０００円でございます。そのうち、マンホールポ

ンプ維持管理委託料１，７３７万５，０００円でございますが、これにつきましては、内容につきましては、月

例、年次点検、あるいは、マンホールポンプの緊急対応、清掃などの委託料ということでございます。塩尻処理

区１１１カ所、楢川処理区２６カ所のマンホールポンプ場の維持管理ということで、これにつきましては、本年

度は２地区に分けて維持管理をしておりましたけれども、平成２５年度につきましては、塩尻処理区、楢川処理

区を１つに規模拡大することによりまして、一括管理による価格低下を起こして、４６万９，０００円ほどお安

くなったということで、要はスケールメリットが働いて、平成２５年度より１カ所にするということでございま

す。続きまして、その下の管路清掃委託料につきましては、５００万円でございますが、市内約２キロメートル

の管路清掃ということです。その下の不明水調査委託料２４０万円でございますが、市内３カ所の不明水の調査

委託料ということでございます。 

２１節の修繕費でございます。２，５７０万円、これにつきましては、マンホールポンプ営繕修繕費１，５２

０万円でございます。塩尻処理区１３カ所、楢川９カ所のポンプのオーバーホール、あるいは水系の修繕でござ

います。それと非常通報装置の取りかえ等の修繕費ということでございます。その下の管路施設修繕費１，０５

０万円でございますが、これにつきましては、市内３５カ所の修繕費ということでございます。 

２３節の路面復旧費２１０万円でございますが、汚水管、管路部舗装修繕ということで、市内５０カ所の修繕

ということでございます。 

２４節動力費１，１０６万４，０００円でございますが、これについては、先ほど申したマンホールポンプの

箇所の電気料ということで２７万８，０００キロワット、年間ですが予定してるところでございます。 

続きまして、２目の浄化センター費でございます。３億９，８７２万８，０００円でございますが、これにつ

きましては、平成２５年度の予定処理水量といたしましては、７０９万１，０００トンの伴います維持管理費と

いうことでございます。 

６３ページをお願いしたいと思います。６３ページの１２節備消耗品費でございますが２２０万円、これにつ

きましては、浄化センターの弁、圧力ゲージ等の施設用の消耗費、そして水質用の消耗費ということでございま

す。 

１８節の委託料２億３，６３８万３，０００円でございますが、丸ポツの２つ目ですか、施設整備点検委託料

２００万円、これにつきましては、放流流量計、あるいはブロワーの計測設備などの設備の点検委託料というこ

とでございます。その下の清掃委託料３２６万４，０００円でございますが、これにつきましては、日常清掃、
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定期清掃、草刈り、照明機具の清掃等の清掃委託料ということでございます。丸ポツの８番目ですか、公害測定

委託料５３８万円でございますが、これにつきましては、流入の水質測定、あるいは放流水質の測定、それと汚

泥分析などの公害測定委託料ということです。その下、１個下の廃棄物等処分委託料、これにつきましては、剪

定木の片づけ、あるいは草、それとプラスチック、そして実験器具、水質用のひしゃく等の廃棄物処分というこ

とでございます。それともう１つは、平成２３年度、２４年度分の改築事業の建設廃材分ということで、全部で

１３９万６，０００円ということでございます。その下の運転管理委託料９，２３７万９，０００円でございま

すが、これにつきましては、浄化センターの処理能力３万７００トンの、日でございますが、その運転管理とい

うことで、内容につきましては、汚水、あるいは汚泥処理施設の全過程の運転操作、監視業務等が主なものでご

ざいます。５番目の脱水ケーキ処理委託料１億２，７６４万６，０００円でございますが、これにつきましては、

脱水ケーキをセメント原料のところへ３社、あるいは路盤改良材のところへ１社、リサイクル処分しているとい

うことで、年間５，４１１トンを予定しているところでございます。一番下の管路等清掃委託料でございますが、

１７４万６，０００円でございます。これにつきましては、濃縮槽の汚泥移送管、あるいは汚泥貯留槽内の清掃

ということでございます。 

２１節の修繕費でございます。４，４３２万７，０００円ということでございます。４００万円につきまして

は、営繕修繕費、小破修理ということで、小さな修理ということで監視用モニターの修理、あるいは高圧充電盤

の取りかえ等の費用ということでございます。それと下の施設修繕費４，０２０万円でございますが、これにつ

きましては、施設の修繕ということで、安定稼働対策といたしまして電気設備の修繕、それと主ポンプ等の制御

盤の修理ということで１，０００万円ほど、そして汚泥処理設備でございますが、ナンバー４の脱水機のオーバ

ーホールでございます。それが２，５２０万円ということでございます。その他といたしまして、機械電気設備

部品の取りかえ、あるいはポンプ等の緊急故障の対応ということで５００万円みております。合計で４，４３２

万７，０００円ということでございます。 

６４ページをお願いいたします。６４ページの動力費でございますが、これにつきましては、浄化センターの

電気料ということで５，１７３万１，０００円、年間３２３万キロワットを予定してるということでございます。 

２５節の薬品費４，７６４万８，０００円ということで、これにつきましては、水処理薬品、あるいは汚泥処

理等の薬品費、その他の薬品といたしまして、脱水機のろ布の洗浄剤等の薬品費ということでございます。 

３目の小野水処理場費でございます。２，４５５万６，０００円でございます。その１８節の委託料でござい

ますが、これにつきましては、勝弦地区を除いた北小野地区の環境施設、あるいは処理施設の維持管理などの辰

野町に委託したものでございます。 

４目の楢川処理場費でございます。２，３８０万円でございます。そのうち１８節の委託料１，５３６万８，

０００円でございますが、そのうち汚泥運搬委託料９０７万２，０００円ということで、年間１，４４０トンと

いうことでございます。その下の運転管理委託料６０９万円ということで、これにつきましては、楢川処理場処

理能力１，４００トン、日でございますが、その運転管理ということで、処理運転計画の作成、あるいは各種機

器の運転操作点検記録等の日報等の作成、週２回の維持管理でございます。 

そして、２１節の修繕費３２０万円でございますが、これにつきましては、楢川処理場の汚泥貯留槽の攪拌機、

あるいは返送余剰汚泥ポンプ等々の修繕ということでございます。 
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２４節の動力費２２６万４，０００円につきましては、年間１２万４，０００キロワットの電気料を予定して

るところでございます。 

３２節の負担金２６１万１，０００円、木曽広域連合負担金ということで、これにつきましては、木曽広域の

連合で汚泥集約センターを建設した時の起債償還分ということでございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 それでは、６５ページをお願いいたします。８目の業務費、３２節負担金でございます。４，

７９０万９，０００円で、使用料徴収経費負担金として、水道事業会計へ負担するものでございます。 

６６ページをお願いいたします。３３節役所負担金でございます。庁舎維持管理費分担金１６５万３，０００

円を計上させていただいております。人数案分、また面積案分によりまして算出された下水道事業の負担分でご

ざいます。 

 １０目の減価償却費でございますが、有形固定資産減価償却費ということで、浄化センター管理施設等の構築

物６億７，０９９万５，０００円、またポンプ施設、機械施設等の機械及び装置ということで、１億３，８７７

万９，０００円、合計８億５，０４８万８，０００円を計上させていただいております。 

３９節の無形固定資産減価償却費１７４万７，０００円につきましては、楢川特環の木曽広域連合で実施しま

した公共下水道汚泥集約施設での減価償却費でございます。 

 １１目の資産減耗費でございます。管路整備、浄化センター改築工事に伴います固定資産の除却費ということ

で、３５１万円を計上させていただいております。 

次に、６７ページをお願いいたします。２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息でご

ざいます。５億２２９万９，０００円を計上しました。こちらにつきましては、企業債支払利息といたしまして、

財務省、金融機関等でございます。また、資本費平準化債支払利息につきましても、金融機関等でございます。 

次に、２目の消費税でございますが、本年度分の消費税といたしまして、４，０３８万４，０００円を消費税

納税額ということで計上させていただきました。 

３目の繰延勘定償却でございます。こちらにつきましては、上下水道料金システム開発費、平成２３、２４年

水道事業でもございましたけど、こちらについての償却ということで、３９０万円を計上させていただいており

ます。 

次に、６８ページをお願いいたします。３項の特別損失でございます。３目過年度損益修正損ということで、

過去の実績数値を参考に計上いたしまして、６４７万６，０００円を計上させていただいております。 

次に、６９ページになります。４条予算の資本的収入及び支出のうち収入でございます。３１款資本的収入１

項企業債でございます。こちらにつきましては、補助事業の補助残分と単独事業の汚水桝装置設置負担金を控除

した残額へ充当したものでございまして７，０４０万円、また資本費平準化債につきまして、３億５，０００万

円を計上させていただいております。 

３項の負担金１目他会計負担金につきましては、先ほど３条予算で申し上げました一般会計からの負担金とい

うことで、２億２，７９９万８，０００円、３条では６億２，２００万２，０００円、合計８億５，０００万円

分の４条予算の内容でございます。３目の受益者負担金につきましては、過去の実績を見込みまして、７５６万

２，０００円を計上させていただいております。 

４項の補助金でございます。国庫補助金ということで、社会資本整備総合交付金にかかわる事業の国庫補助金
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として、４，７００万円を計上させていただいております。 

次に７０ページをお願いいたします。 

○建設維持課長 それでは、７０ページからお願いします。第４条予算の資本的支出であります。４１款の資本

的支出１項建設改良費でありますけども、１目の公共下水道事業管渠施設費であります。１億６，９３５万円を

計上させていただきました。１８節の委託料でありますけども、主なものを説明いたします。奈良井川右岸５号

雨水幹線実施設計委託料、これは西幹線で今あいております道路の先線国道１９号までの２３０メートル、シェ

ルスタンドまでですけども、建設維持のほうの用地交渉等ができますれば、汚水幹線を設置するためであります

ので、来年度は実施設計を、設計委託をお願いするものであります。次の非常用発電機設計委託料でありますけ

ども、平成２６年度に予定しております中西条橋のマンホールポンプに非常用発電機の設計委託料１３０万円を

お願いするものであります。次、管更生工事実施設計委託料、これにつきましては、管の長寿命化設計計画に基

づきまして、今年度は２６６メートルの管更生工事設計委託を４００万円お願いするものであります。次の下水

道台帳システム整備委託料でありますけども、下水道台帳システム整備委託料１，２００万円をお願いするもの

であります。その次の下水道地震対策計画策定委託料でありますけども、これは地震に伴いまして緊急輸送路約

３８キロメートル、基幹避難所約１９キロメートルにかかわります管路施設の耐震化を推進するため、重要な管

路の抽出、位置づけ、被害予測やハザードマップの作成を委託するものでありまして、１，４８０万円でありま

す。一番下になりますが、事業計画変更委託料であります。これは、信州Ｆパワープロジェクト、また、その他

の認可変更等が予定しておりまして、２５ヘクタールの全体計画、また事業計画の変更、都市計画決定事業認可

等の設計業務を委託するものでありまして、１，５００万円をお願いするものであります。 

２２節の工事請負費であります。１億７５０万円でありますけども、中継ポンプバックアップ事業ってことで、

非常用発電機設置工事、これは本年度は下西条外田橋を予定しておりまして１，３００万円。その下、下水道長

寿命化事業に伴いますマンホール鉄蓋交換工事でありますけども、これは後で補正のほうでお願いしますが、国

の緊急経済対策事業によりまして、２４の補正に１，０００万円の補正をお願いするものでありますけども、そ

れを行います関係上、平成２５年度につきましては残の２００万円の補助をお願いするものであります。あわせ

て管更生工事を２６６メートル、１，６００万円で工事を施工するものであります。次、公共下水道汚水管路整

備事業でありますけども、汚水支線工事を２００メートル予定しておりまして１，０００万円、汚水桝設置工事

４０カ所予定しておりまして１，０００万円。次、マンホールポンプ場改修事業でありますけども、市内のマン

ホールポンプ場４カ所を更新を予定しておりまして１５０万円。その次です。下水道関連舗装本復旧事業であり

ますけども、先ほど上水のほうでも御説明いたしましたけども、下水道事業におきましても、下水道の管路布設

後の舗装が傷んでて市民に大変迷惑かけてる部分がありますので、上水事業と、また建設課ともタイアップしな

がら、下水道管路施設の舗装の本復旧を行うものでありまして、吉田、広丘、高出地区を予定しております。３，

５００万円であります。先ほど上水道のほうでもお話ありましたけども、これもそれぞれ地区の要望、また本年

度しみが激しくて、舗装等も私たちが調査した段階よりもかなり傷んでるものと思いますので、それは現場状況

を見ながら、上水、下水、また建設課とも調整しながら行っていく予定でありますので、よろしくお願いします。

その次の公共下水道雨水幹線整備事業でありますけども、これにつきましては、田川左岸３－２号雨水幹線工事、

本年度野村通線の田川左岸３－２号線が予定しておりますところほぼ完成しました。その工事に伴います本復旧
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工事１，５００万円と、補助対応にならない、その下ですけど、雨水幹線附帯工事の５００万円で施工するもの

であります。 

続きまして、３目の処理場建設費であります。１８節の委託料２，０００万円でありますけども、これは塩尻

市浄化センターの第１期長寿命化事業として、平成２２、２３年で実施してきました浄化センターの長寿命化計

画に基づきまして、実施設計を委託するものであります。 

続きまして、６目の特定環境保全公共下水道事業管渠施設費でありますけども、１，４９０万円お願いするも

のであります。１８節の委託料でありますけども、これは、小野特環公共下水道長寿命化事業ということで、長

寿命化調査及び認可委託料を２９０万円お願いするものであります。これは、辰野町、伊那市、南箕輪村で、共

同で施工しておりました移動脱水車というのがありますけど、移動脱水車がそれぞれ伊那市、南箕輪村も移動脱

水車じゃなくて、固定式の脱水機に切りかえる。箕輪村では平成２５年、伊那市では平成２８年の予定と聞いて

おりますけども、そのため、辰野町においても固定式脱水機に切りかえたいと、一応平成３０年を目標にしてお

りますけども、それに伴います長寿命化の計画、あわせて耐震化計画を進めていくため、平成２５年度より調査

また変更認可等を行うための塩尻市の負担分で２９０万円になるものでありますので、よろしくお願いします。

あわせまして、不明水調査委託料４００万円、これは、上田処理区を小野特環に統合した折に不明水が多いとい

うことで、この調査を今年度５カ所予定しておりますので、よろしくお願いします。 

次、２２節の工事請負費ですけども、汚水支線工事５０メートルを５００万円、汚水桝設置工事３カ所、２５

０万円を予定してるものであります。 

続きまして、７２ページをお願いします 

○経営管理課長 それでは、２項の企業債償還金でございます。１節企業債償還金１３億９，２５０万６，００

０円でございますが、こちらにつきましては、財務省、または金融機構等からの借入元金の償還でございます。

２節の資本費平準化債償還金につきましては、金融機構等への元金を償還するもので、５，７５１万１，０００

円でございます。 

 続きまして、予算書の５３ページへお戻りください。下水道事業予定損益計算書の説明をいたします。こちら

につきましては、下から３行目になります当年度純損失は０円となります。これは損失とありますけれども、こ

れは端数がマイナスが出ておりますので、一応損失という形です。前年度繰越欠損金を加えました当年度未処理

欠損金につきましては、５，７４２万９，０００円となります。 

 次に、５４、５５ページをお願いいたします。下水道事業予定貸借対照表ですが、最下段になります。資産合

計につきましては、４７６億８２３万４，０００円となります。５５ページをお願いいたします。やはり最下段

になりますが、負債資本合計でございます。資本合計と同額の４７６億８２３万４，０００円となりまして、つ

り合いがとれるものでございます。 

 以上で、下水道事業会計予算の説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議願います。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見がありますか。 

○中村努委員 長寿命化の関係ですけども、下水道と浄化センター等の長寿命化計画載ってますけれども、具体

的にどういった形で長寿命化するのかということと、将来のコスト計算ってできてますでしょうかね。長寿命化

した場合、しなかった場合、どのくらいコストの削減につながるかとか、そういう試算があったらお願いします。 
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○浄化センター所長 浄化センターの長寿命化につきましては、今、改築工事やってますけれども、改築工事っ

ていう補助メニューが平成２５年度から変わりまして長寿命化になったという形の中で、要は浄化センター、基

本的な考え方といたしましては、浄化センターの更生工法っていうか、部分取りかえによってですね、既存スト

ックを活用して耐用年数の延伸を図るということでございます。要は部品をかえて、その後施設を耐用年数以上

にやるという事業でございます。以上でございます。 

○建設維持課長 下水道のほうの管路につきましては、施工後２０年以上経過した管路、施設について補助がい

ただけるってことで、２０年経過したものを平成２２、２３年で調査して、マンホール修繕が２７７カ所、管路

の修繕が２６６メートルということで調査が終えて、去年ことしで補修をしております。２０年経過したので、

これでほぼ管路が終わるもんですから、次の５年の計画の中で、また２０年経過した部分を拾っていきますので、

そういう計画で進めております。１つ今、そんなもので下水道が今、維持管理の状態にほとんど入ってるもんで

すから、今後の計画としてまだしっかりしたものがないもんですから、今、下水道の基本構想を策定しようと思

っております。平成２６年からの予定でおりますけども、それにつきまして、庁内でチームをつくりまして、職

員、下水道課の職員それぞれ中から出ていただきまして、その調査をしながら長期の構想を練って、経営の健全

化も含めて、ここから調査を始めていく予定になっておりますので。管路施設で、それじゃ施設直したからどう

かっていう部分は、施設は直ってきますけども、あと維持管理について、今後のやつはこれから計画を立ててい

こうと思ってますので、よろしくお願いします。 

○中村努委員 橋梁の長寿命化では、５０年後に長寿命化した場合、しなかった場合で、しない場合は確か９３

億円で、した場合は４８億円になるっていう計算が出てたんですが、そういう計算は出ないってことですかね。 

○浄化センター所長 先ほど申したコスト縮減、どのくらいのコスト縮減が図れたかということなんですけども、

実施設計をこれから組んでですね、どのくらいの費用がかかるかということをみてですね、そして、それらを検

討する中で、どのくらい安くなったということは、まだこれから実施設計、来年２，０００万円かけてですね、

一部脱水機を主にやるんですけれども、要は、事業費、実施設計を組んでそれを差っ引きするということでない

と、どのくらい安くなるかということが出てこないと思います。 

○委員長 ほかにございませんか。 

○議長 下水道使用料のね、関係で、賦課徴収漏れということで相当の件数が出たんだけど、今この徴収の状況

はどうなってますか。 

○経営管理課長 今、直近のですね、状況をお話させていただきます。調定額につきましては、過去と実数は同

じでございますが申し上げます。１，９０４万２，３３０円でございまして、今現在の入金が、７８９万９，５

５０円となっております。こちらで申し上げますと、収納率は金額的に言いますと、４１．５％という数字でご

ざいます。まだ５０％いってない状況でございます。 

○委員長 ほかにありませんか。 

○横沢英一委員 さっきマンホールポンプの発電の設置をするっていうことなんですが、それはそれで大事なこ

とだと思います。ちょっと心配なのはですね、浄化センターがですね、仮に災害があったとか、電気がとまって

しまった時に非常発電装置があるわけですが、この今の設置されてる非常発電装置がですね、稼働した時には、

今の水処理施設ってのは全部動くんですか、それで。 
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○浄化センター所長 今、ディーゼルエンジンの大きいやつなんですけども、そのやつがありますけれども、本

当の必要なですね、主ポンプとですね、一部水処理、その部分の稼働というものをみております。要は、電気と

かですね、そういうもののやつは全部、すべてとまります。主ポンプと、要はあと一部水処理施設でございます。 

○横沢英一委員 確かにこれ大きな課題だと思います。きょうはくしくも３月１１日ですので、やっぱりそうい

うようなことを考えると、やはり水処理施設の主ポンプと、そのほかの水処理のわずかな部分しか動かないって

ことになりますとですね、やっぱり垂れ流しをせざるを得なくなってっちゃうわけですよね。だで、そこら辺を

またじっくり検証をしてもらって、場合によっては非常用発電装置、それかもう１つは、この間青木委員がちょ

っと質問されたと思うんですが、太陽光や何かをですね、整備をしてそれのバックアップにすると。夜はできな

いわけですから蓄電池がなければ、そういうようなことも考えてやっといたほうがいいような気がしますが、そ

こら辺のお考えはどうでしょうか、部長様。 

○水道事業部長 おっしゃるとおりでございまして、まず自然エネルギーのほうなんですが、議場の中でも少し

答弁させていただきましたが、過去には検討した経過があると。その中では、非常に太陽光発電にしてもですね、

イニシャルコストが高くて、ちょっと対応できないというところがあった経過がございます。ただ、ここにきま

してですね、新たに非常に市場価格も安くなってまいりまして、新しい見積りを聴取したところ相当、その当時

の見積額より４分の１くらい低額なものが出てまいりましたんで、ちょうど今、新たな検討に入らせていただき

ました。基本的には売電というよりも自己使用という形でですね、対応していきたいという分野で考えてます。

今現在もですね、浄化センターのほうはデマンド契約して極力動力費を抑えておりますけども、そうは言っても

先ほどの予算の説明の中にもありましたとおり、相当の動力費計上させていただいてます。この辺のところを抑

えていきたいということとですね、先ほどの危機管理体制の強化という中でもですね、自然エネルギーの活用っ

ていうのは考えていきたいということで、今また研究に入りましたんで、よろしくお願いいたします。 

○委員長 いいですかね。それじゃ私のほうから、公共下水道事業の計画変更ということで、１，５００万円委

託料が計上されているわけですが、全体面積２５ヘクタールで、Ｆパワー関係のことも出るということですが、

これは設計委託料とは言いながら、事業者は随契という形になるわけでしょうか。 

○建設維持課長 随契っていうことではなく、これのできる業者を選定しながら委託していきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

○委員長 そういう考え方。当然これまで何回も基本計画やなんか立ててきて、変更認可、変更認可で進んでき

て、急にまた違う業者で全体把握ができて、その変更認可が取り組みができるかどうかってことだけども。 

○建設維持課長 係長のほうから。 

○下水道係長 下水道係の吉村です。今まで事業認可の変更ってのは、当初設計いたしました日水コン、基本的

にそのコンサルさんが、主となってどうしてもやってるという状況になります。ただ、基本的には入札はそうい

う下水道の資格を持ったコンサルタントのところで一応競争入札って形になりまして、その中で今までやってき

た業者さんがちょっと得っていうところはないんですが、ちょっとこっちのほうが、私たちのほうが御相談して

できるよっていうような形の中になってくるようなところもあります。ただ、基本的には下水道の資格を持った

ところで競争入札していただいております。 

○委員長 わかりました。ほかにございませんか。 
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○中原輝明委員 ちょっと関連で聞くが、今、競争入札って言ったら競争入札だぞ、間違えちゃいけない。今ま

でやった業者が重要だなんてこと言っちゃ。だで競争入札なら入札だってそう言っとかなきゃ、その裏へ返して

今まで続いた業者が必要だって、そんなばかなことはないじゃん。だで競争入札やるなら入札だって一発で言い

きりゃいいだ。裏じゃ取り引きやってるなんて、そういう言い方しないほうがいいよ。聞くほうは、聞きにくく

ていけないわ。結局はべったりついてるのに表は競争って字を使うだけだ。それだで、そんなこと言わないほう

がいいだ、皆さん、競争入札って言やあ、そうかって言うは、こっちは。そういうぐあいに言いましょ。聞きに

くいよ、裏じゃ取り引きできてるなんて言って、はっきりしてるじゃん、見え見えの。そういうこと言わないよ

うに。 

○建設維持課長 基本的に競争入札で行いますので、よろしくお願いします。 

○中原輝明委 それでいいじゃないか。 

○委員長 ほかにございませんか。 

○中原輝明委員 この中に、例えば薬品が四千五、六百万円てあるがさ、またこの薬品は見積入札か何かしてる

の、いつでも同じような業者に流してるだけ。 

○委員長 答弁を求めます。 

○浄化センター所長 薬品につきましては、毎年入札してやっております。 

○中原輝明委 そう言やあ別に何も言うことはないは、わかりました。 

○委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３１号については、原案のとおり認めることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３１号平成２５年度塩尻市下水道事業会計予算については、全員一致をもっ

て可決すべきものと決しました。 

 この際申し上げます。１０分間休憩します。 

午後２時２３分 休憩 

―――――――――― 

午後２時３４分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。 

ただいま放送にございましたように、２時４６分に東日本大震災の被災者に対しまして黙祷をささげたいと思

いますので、その時間がまいりましたら、サイレンなり合図によりまして全員起立で１分間の黙祷をよろしくお

願いをいたします。 

────────────────────────────────── 

議案第３２号 平成２５年塩尻市農業集落排水事業会計予算 

○委員長 それでは、議事に入ります。議案第３２号平成２５年塩尻市農業集落排水事業会計予算についてを議
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題とします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、予算書の７３ページをお願いいたします。塩尻市農業集落排水事業会計予算につい

ての内容でございます。収益的収入及び支出の第３条収入の農業集落排水事業収益につきましては、２億９，９

２１万７，０００円を計上いたしました。支出の第１款農業集落排水事業費用につきましては、３億１４０万円

を計上いたしました。 

第４条の資本的収入及び支出につきましては、７４ページをお願いいたします。収入につきましては、第１款

資本的収入は５，６３２万円を計上し、支出の資本的支出につきましては２億２５１万円９，０００円を計上い

たしました。なお、差っ引き不足額につきましては、７３ページの下段に書いてあるとおりでございます。 

 次に、第５条の債務負担行為につきましては、排水設備改造資金融資斡旋事業等について定めるものでござい

ます。 

第６条につきましては、一時借入金限度額１，０００万円とするものでございます。 

次に、第７条につきましては、予定支出の各項の経費の金額の流用につきまして、下段に書いてあるとおりで

ございます。 

第８条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしましては、職員給与費８９４万１，０

００円でございます。 

それでは、７５ページから８６ページを省略させていただきます。９４ページをお願いいたします。塩尻市農

業集落排水事業会計予算説明明細書につきまして、３条予算の収益的収入及び支出のうち、収入の主な内容につ

きまして税込みで説明させていただきます。１１款農業集落排水事業収益１項営業収益の１目農業集落排水施設

使用料につきましては、８処理区の平成２４年度調定見込額をもとに算出し、１億３２３万円として計上させて

いただきました。他会計負担金につきましては、総務省の繰出基準に基づきまして、１億９，５９２万１，００

０円を計上させていただいております。私からは以上でございます。 

○浄化センター所長 ９５ページをお願いいたします。１目管渠費１，６５８万１，０００円でございますが、

そのうち１８節の委託料でございます。４６５万４，０００円でございますが、これにつきましてはマンホール

ポンプ維持管理委託料ということでございます。先ほど申したとおりの月例点検等の委託ということでございま

す。それと、これにつきましても塩尻と贄川処理区を１つにすることによってスケールメリットをもって１８万

８，０００円安くなったということでございます。動力費が３４０万８，０００円、これにつきましてはポンプ

場の電気料ということでございます。 

 ２目の浄化センター費でございますが、５，８４４万８，０００円でございます。１８節の委託料２，９１９

万円でございますが、汚泥運搬委託料でございますけれども、２，３５０キログラムを予定してるところでござ

います。１，４９６万２，０００円でございます。浄化センター管理委託料１，３８６万円でございますが、こ

れにつきましても、水質検査等、機器点検の月報、日報の作成ということで、週１回行ってるものでございます。

これにつきましても、平成２４年度までは３つに分けて維持管理をしておりましたけれども、これを１つにする

ことによりまして、スケールメリットが発生しまして、６７万２，０００円お安くなったということでございま

す。 

２１節の修繕費でございます。７８４万３，０００円でございますが、これにつきましては、電気設備、汚泥
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処理設備等の修繕ということでございます。 

 ９６ページをお願いいたします。負担金でございますが、これにつきましては、先ほど申したとおり脱水ケー

キ処理委託負担金と、１８８トンを予定してるということで、４４３万５，０００円ということでございます。

以上でございます。 

○経営管理課長 ５目の業務費でございます。負担金になりまして、使用料徴収経費負担金といたしまして、水

道事業会計へ負担するもので、５１０万７，０００円でございます。 

９７ページをお願いいたします。７目の減価償却費でございまして、有形固定資産減価償却費ということで、

処理場、管路施設等の償却でございまして、１億３，５４６万４，０００円を計上させていただいております。 

２項の営業外費用でございますが、支払利息及び企業債取扱諸費でございまして、財務省、または金融機構へ

の支払利息でございまして、６，８０７万９，０００円を計上させていただいております。 

また、消費税につきましては、納税額ということで３２４万８，０００円を、また雑支出でございますが、資

本的収支控除対象外消費税、仮払消費税でございますが、２１８万２，０００円を計上してございます。 

次に、９９ページをお願いいたします。４条予算の資本的収入及び支出のうち、収入につきまして説明させて

いただきます。３１款資本的収入３項負担金、他会計負担金でございますが、一般会計からの負担金といたしま

して、総務省の繰出基準にのっとって、５，４６２万円を計上させていただいております。 

３目の受益者分担金でございますが、新規加入者負担、また、楢川地区の分担金ということで、１７０万円を

計上させていただいております。 

次に、１００ページをお願いいたします。４条予算の資本的収入及び支出のうち、支出でございます。４１款

資本的支出１項建設改良費、農業集落排水事業管渠施設費ということで、２２節工事請負費３２５万円を計上さ

せていただきました。こちらにつきましては、汚水支線５０メートル、また汚水ますの設置３カ所を計上してご

ざいます。 

 ３目の農業集落排水事業処理場建設費でございますが、２２節工事請負費でございます。処理場施設の施設更

新工事費ということで、７０５万７，０００円を計上させてもらってます。 

 ２項の企業債償還金でございますが、財務省、または金融機構への元金償還といたしまして、１億９，１７１

万２，０００円を計上してございます。 

 ８７ページをお願いいたします。農業集落排水事業予定損益計算書でございます。下から３行目、当年度純損

失につきましては、０円となっております。ただし端数がございますので、マイナスで損失でございます。前年

度繰越欠損金を加えました当年度未処理欠損金につきましは、２，７９６万１，０００円となります。 

 次に、８８、８９ページをお願いします。農業集落排水事業予定貸借対照表ですが、一番下段になりますが、

資産合計が８４億１，３９３万２，０００円となります。８９ページですが、最下段でございます。負債資本合

計ですが、資本合計と同額の８４億１，３９３万２，０００円となります。 

 以上で、農業集落排水事業会計予算の説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議願います。 

○委員長 ちょうど説明が終わりました。まもなく黙祷の時間になりますので、それまでお待ちください。 

午後２時４４分 休憩 

○委員長 御起立ください。 
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〔「黙祷」〕 

午後２時４７分 再開 

○委員長 どうもありがとうございました。それでは、黙祷の時間を解きまして、休憩を解いて再開をいたしま

す。 

それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見がありますか。 

○中村努委員 ９９ページの受益者分担金ですが、ちょっと変な質問ですけど、下水道のほうは負担金で、農集

排が分担金って言葉の使い分け、どうしてかっていうことを教えていただきたいのと、この農集排のほうの分担

金に過年度分の滞納があるかどうか教えてください。 

○委員長 答弁を求めます。 

○建設維持課長 受益者負担金につきましては公共下水道事業、受益者分担金ってのは農業集落排水事業で使い

分けてる言葉と思います。ちょっと間違ってたら。 

○料金係長 滞納って言いますか、過年度の賦課したものの収入を満期到来分という形で見込んでおります。一

部滞納についてあれば、こちらのほうに入金になる予定です。主なものは、過年度にかけてまだ納期が来てない

ものの分でございます。それで、一応新規分等は４万２，０００円、前年度分を１５万円ほど、それから過年度

にかけたもので今回のものは、１５５万円ほど見込んでおります。 

○中村努委員 過年度の分が、来年度の予算に入って来るわけです。 

○経営管理課長 誠に済みません、補佐のほうから説明がありましたが、過去の収入ということについての分担

金はございません。あと、平林課長のほうからもありました、その負担金と分担金の違いという中では、受益者

負担金につきましては、面積に対して課せられるものでございます。また、分担金につきましては、その区域１

件等につきまして課せられるものの違いが出てくるかと思います。ちなみに、楢川地区の分担金、今回予算では、

１件２０万円を想定してございます。また、新規加入の負担金といたしまして、今回３件分５０万円を見込んで、

計１７０万円を計上してあるものでございます。以上でございます。 

○委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。よろしいですか。 

ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３２号については、原案のとおり認めることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３２号平成２５年度塩尻市農業集落排水事業会計予算については、全員一致

をもって可決すべきものと決しました。 

────────────────────────────────── 

議案第３３号 平成２４年度塩尻市一般会計補正予算（第７号）中 ５款労働費、６款農林水産業費、７款商工

費、８款土木費 

○委員長 次に進みます。議案第３３号平成２４年度塩尻市一般会計補正予算（第７号）中、５款労働費、６款

農林水産業費、７款商工費、８款土木費を一括議題とします。説明を求めます。 
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○商工課長 それでは、議案第３３号平成２４年度塩尻市一般会計補正予算（第７号）につきまして、御説明さ

せていただきます。３７、３８ページをお開きください。中ほどにございます５款労働費１項労働諸費３目勤労

青少年ホーム管理費でございます。説明欄にございます白丸、ホーム運営諸経費の黒ポツ、勤労者体育センター

耐震補強工事設計委託料２６７万４，０００円でございますが、国の第１次補正予算に伴いまして、平成２５年

度以降に計画する事業を前倒しして予算計上させていただいたものでございます。本年度耐震化整備プログラム

によります耐震診断を実施いたしまして、その耐震診断結果に基づく耐震補強工事を実施するため、実施設計委

託料を増額補正させていただくものでございます。工事の内容につきましてでございますが、まず耐震補強工事、

これは、はりですとか筋交い等の補強、それから耐震改修工事、天井と外壁の改修、附属の改修工事、外壁、電

気等の改修工事となっております。今後の予定でございますが、平成２６年度に耐震改修工事を実施いたしまし

て、安全安心な施設利用、また地元区の避難収容施設としていくものでございます。なお、本事業につきまして

は、平成２５年度のほうへ繰り越すとなっておりますので、よろしくお願いします。５款は以上でございます。 

○農林課長 それでは引き続きまして、６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費から、引き続きよろしくお

願いいたします。最初の丸でございますが、農業経営体育成支援事業２２５万円をお願いするものでございます

が、これは、青年就農給付金でございまして、９月の補正の時にも１名分の補正をお願いしてございますけども、

おおむね４５歳以下の就農希望者、または新規就農者に対して最長５年間１５０万円を支給していくという事業

でございます。前回は７月から制度開始をいたしまして、９月に第１次の募集の締め切りとなりました。この間

は１カ月ほどしかなくて、全員それぞれ１０名近い人の申し込み等ありましたけども、調査の結果、９月の時点

では１名を国のほうに申請をしたという状況でございます。今回は、国の緊急経済対策ともあわせまして、１月

に新たに国の予算の増額の措置がとられました。そんなような意味で２次募集がございましたので、前回の市の

ほうに申し出のありました方の中から国の要綱と整合をされております２名の方、洗馬の３０代の野菜農家、そ

れから広丘の２０代の施設園芸農家を対象とさせていただきまして、ここで補正をさせていただくわけでござい

ます。２２５万円の内訳につきましては、１人が１年間就農してございますので１５０万円、そして、もう１人

が半年分の７５万円ということで２２５万円でございます。なお、２人とも経営開始型が対象になるもんですか

ら最長７年ではありますけども、もう最長で５年と、いわゆる経営を始めているから最長で５年という形になり

ますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○農業委員会事務局農地係長 続きまして、５目農地流動化促進活動事業費でございますけれども、その中の中

核農家等育成規模拡大事業奨励金でございます。農地の貸し借りに対する利用権設定に伴いまして、農家の借り

手の農家に奨励金のほうを交付しておりますけども、その交付面積が、本年度約１７ヘクタールほど当初見込ん

でいましたものよりふえましたので、今回１３７万１，０００円の補正増をお願いするものでございます。私か

らは以上です。 

○農林課長 それでは、引き続きよろしくお願いします。３９、４０ページをごらんいただきたいと思います。

土地改良事業の５，４０２万９，０００円をお願いするものでございますが、これも平成２５年度予算のところ

でも説明させていただきましたが、国の緊急経済対策事業で平成２５年度予算を前倒しをさせていただくもので

ございます。具体的には、１つ目のポツの設計委託料１，１００万円につきましては洗馬本村堰の整備事業で、

この新しい対策事業の中で農村地域防災減災対策事業というのが立ち上がりまして、その事業採択に向けて概要
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書を作成する業務委託９００万円、それから、例年地元要望から挙がっております農業用施設の整備をする中で、

国の農業体質強化整備促進事業という事業に該当するものにつきましては、国のほうへ要望してるわけでござい

ますが、この実施設計の業務委託２００万円でございます。それから、２つ目のポツになりますが、農業農村基

盤整備工事１，２１０万円をお願いするものでございますが、これにつきましては、先ほど申し上げました設計

委託の中で、国の農業体質強化整備促進事業の中で採択となった事業を１，２００万円、及び市単の１０万円を

上乗せして行うというものでございます。なお、計画では水路７カ所、農道２カ所を予定してございます。それ

から、３番目のポツでございますが、県営農業農村整備事業負担金２，４５０万円でございますが、これ県施工

で現在実施をしてございます、アルプスグリーン道路の整備を前倒しをして行うものでございまして、岩垂大橋

の改修、及び岩垂大橋から松本今井方面に向った道路舗装の改修を行う予定でございます。それから１つ飛んで

５番目のポツになりますが、農業農村整備事業補助金６２７万５，０００円でございますが、これにつきまして

は、先ほどの事業のほかに中信平右岸土地改良区が行います、農道や排水施設等の改修を行う国の農業体質強化

整備促進事業、それから、笹賀南部地区で行っております農道等の補修を行うための特定農業用管水路等特別対

策事業の、これは塩尻地籍分の補助金でございます。それから田川土地改良区で取水ゲート３カ所を補修したい

ということでございまして、これは県単の事業で採択になりまして、農業農村整備事業の補助金ということで、

それぞれ負担をさせていただくものでございます。 

それから次の丸になりますが、林業総務事務諸経費５００万円でございますが、これも国の緊急経済対策事業

を受けまして、１０分の１０の助成を受けて実施するものでございます。この内容につきましては、森林資源活

用調査業務委託をお願いするものでございまして、この内容につきましては、今後の本市の森林整備の方向を調

査をいたしまして、資源活用等を検討してまいりたいというものでございます。具体的にはＧＩＳによる資源量

の解析を行いまして、この調査をもとに塩尻市で今後森林経営計画を各地で樹立をしていくための基礎調査とな

るデータを作成をしてまいりたいというふうに思っております。これによりまして、今後本市の森林資源の保育

ですとか、また維持、確保につながる調査ということで進めてまいりたいと思っております。県では、アカマツ、

また広葉樹等の資源量調査をしてございますので、この調査も今度いただいて、あわせて生かしてまいりたいと

いうようなことを考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

それからその次の、２目の治山林道費の林道点検委託料でございますが、これにつきましては、上西条にござ

います旧東塩尻駅の西側にあります林道入線というのがございますが、そこの隧道が入口付近にございまして、

幅員２メートル、延長７２メートルという古い隧道でございますが、非常に老朽化しておりまして、ここで安全

点検をするということでございます。なお、これも国の緊急経済対策事業で実施するものでございまして、目視、

打音、それから漏水量等の調査を行っていくということでございますので、よろしくお願いいたします。 

それからその次の、３目の造林費の森林等整備維持管理費５２９万８，０００円の減額の補正をお願いをする

ものでございますが、これにつきましては、１番最初のポツの整備地管理委託料２２万円を減額するものにつき

ましては、洗馬の小曽部の清流の森のところの生活環境保全林の下草刈り等をお願いしてるものでありますが、

これにつきましての事業費の確定によるものでございます。それから、２番目のポツの分収林整備事業委託料６

３万３，０００円の減額をお願いしてございますが、これは独立行政法人森林総合研究所、旧の公団造林でござ

いますが、こことの分収契約を結んでございます。奈良井のですね、鳥居峠のところ約１７ヘクタールの分収契
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約でございますが、これにつきまして、東日本大震災の復旧にかかわるところの事業を優先をしたいということ

でございまして申し出がありました。そのようなことで、本市といたしましても現地一緒に調査する中で、まだ

間伐等の整備については若干の余裕があるということを感じましたので、少し二、三年ほどこの整備については

向こうへ延ばしたいということで見送ったところでございます。それから、３番目の森林造成事業委託料４４４

万５，０００円の減額でございますが、これは県の森林整備保全重点地区に指定されております楢川地区を、例

年公的森林整備事業ということで、毎年７０ヘクタールほど整備をずっとしてきてるわけでございますけども、

この公的森林整備事業が、切り捨て間伐では対象にならないというようなことになりまして、平成２４年度は森

林空間整備事業を予定しておりました。これは、国の事業で２分の１を予定しておりましたが、ここで県が要綱

を改正いたしまして、国の２分の１に３０％の上乗せをしていただきました。そんな意味で、当初市単で５０％

をみておったもんですから、県がみていただいた３０％分を減額をさせていただくものでございます。私のほう

からは以上でございます。 

○商工課長 その下の７款商工費１項商工費２目商工振興費でございます。説明欄にあります白丸、企業立地推

進事業でございますが、不動産鑑定委託料８０万１，０００円を増額補正させていただくものでございます。信

州Ｆパワープロジェクト事業用地の提供条件などを検討するために、当該用地の不動産鑑定を実施するものでご

ざいます。信州Ｆパワープロジェクトの用地提供につきましては、先の議員全員協議会におきまして、借地借家

法の事業用定期借地権を除きます賃貸借契約とする案をお示しいたしましたが、事業者との契約の中で賃料を交

渉するに当たりまして不動産鑑定を行い、今後検討させていただくこととしております。なお、決定に当たりま

しては、今後議会に御協議させていただきまして、決定させていただきたいと思っております。 

その下の３目木曽漆器振興費の白丸、木曽漆器推進事業でございます。第２２回ジャパン＜漆＞サミット開催

負担金４３万１，０００円でございますが、事業費の確定に伴いまして、減額補正をさせていただくものでござ

います。私からは以上でございます。 

○中心市街地活性化推進室長 １枚めくっていただきまして、４１、４２ページをごらんいただきたいと思いま

す。右側になります。４目の中心市街地活性化事業費です。まちなか環境整備事業、道路整備工事７５０万円の

減でございます。今年度ホテル中村屋の前での北側の道路になりますけども、延長２７０メートルになりますけ

ども、そちらのほうの道路整備をさせていただきました。その事業費の確定によるものでございます。 

続きまして、塩尻駅周辺整備事業、駅前広場改修工事２，９４０万円でございます。今年度の国の補助金を有

効に活用させていただきまして、平成２５年度の工事を前倒しで実施して、早期完成を図っていくものでござい

ます。工事内容につきましては、広場外周の歩道、南側のグレイスフル塩尻寄りの歩道整備になりまして、イン

ターロッキングの改修、それから歩道内の照明３基、それから管理棟を建設をしてまいります。私からは以上で

す。 

○管理担当課長 それでは、続きまして８款土木費をお願いいたします。１項土木管理費３目輸送対策費、白丸、

輸送対策事業、黒ポツ、費用弁償６，０００円、及びその下の白丸、委員報酬、黒ポツ、塩尻市地域公共交通会

議委員報酬４万４，０００円につきましては、広丘郷原にオープンいたしますＪＡ塩尻直売所へのアクセスのた

め、地域振興バスの広丘循環線の運行経路を５月に変更するため、塩尻市地域公共交通会議の開催が必要になっ

たことに伴い、それぞれ増額をお願いするものであります。 
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○維持担当課長 私からは、２項道路橋梁費２目道路維持費、白丸の道路維持諸経費をお願いいたします。まず

最初に丸ポツ、電力使用料ですけれど事業費の確定に伴うものです。上下水道使用料と電話料につきましても事

業費確定に伴うものですので、お願いいたします。その下の重機借上料につきましては、除雪作業、融雪散布作

業の稼働時間がふえたため、２，２１８万８，０００円の補正をさせていただきます。それで２月にまた降雪が

ありましたので、補正金額内で稼働時間が足りない場合につきましては、また３月専決補正をお願いしますので、

よろしくお願いいたします。その下の排水路整備工事につきましては、緊急対策事業に伴い１，６２０万円を、

排水路整備工事２路線を補正するものでございます。その下の補修用資材につきましては、融雪剤を毎年買って

るんですけれど、その関係で３月補正を１，８９９万８，０００円の補正をするものでございます。これも２月

の凍結により融雪剤が足りなくなる恐れがありますので、また３月の専決補正にはよろしくお願いいたします。

続きまして、その下の用地取得費なんですけれど、２４６万６，０００円ですけれど、高出の芝茶屋３号線の用

地の確定に伴う補正でございます。その下の備品購入費につきましても、事業の確定に伴う減額でございます。

それで、下の支障物件移転補償費も事業確定に伴う減額でございますので、お願いいたします。以上です。 

○建設課長 予算書４３、４４ページをお開きください。８款土木費２項道路橋梁費３目道路新設改良費、白丸

の道路新設改良事業ということで、５，６７７万円の補正をお願いするものでございます。この事業につきまし

ては９事業入っておりまして、その中の事業費の確定によるものと、主な補正のものは、１３節委託料の中の緊

急経済対策によります上西条跨線橋耐震補強工事をＪＲへ委託するものでございます。平成２５年度事業の前倒

しとなり、繰越事業となります。そのほか、野村大門線の待避所の設置、太の田橋の耐震補強工事、堰西えびの

子線の歩道設置工事等が繰越事業となっております。私からは以上です。 

○管理担当課長 その下第４項都市計画費１目都市計画総務費、白丸、都市計画総務事務諸経費、黒ポツ、開発

誘導エリア整備促進業務委託料につきましては、本年度業務の実施に至らなかったことから１００万円の減額を

お願いするものであります。 

その下白丸、都市緑化推進事業、黒ポツ、苗木代につきましても、事業確定に伴う不要額の減額ということで、

５９万４，０００円を減額させていただくものであります。 

○維持担当課長 その下２目公園管理費、白丸の小坂田公園、北部公園管理事務諸経費ですけれど、上下水道使

用料の事業の確定により補正するものでございますので、お願いいたします。以上です。 

○建設課長 引き続きお願いします。３目社会資本整備総合交付金事業でございます。７事業の事業費の確定に

よるものでございまして、主な補正でございますが、１５節工事請負費の６５４万４，０００円の補正でござい

ますが、緊急経済対策によります市道昭和通線の舗装改良工事を平成２５年度前倒し事業となり、繰り越しをす

るものでございます。また、都市計画道路広丘西通線の用地補償が繰り越しとなっております。私からは以上で

す。 

○建築住宅課長 その下の建築指導費の耐震対策等事業でございます。４８２万２，０００円を減額するもので

ございます。平成２４年度におきましては、予算額を倍増したわけでございますが、国の震災カットがございま

して、それとがありまして減額するものでございます。ちなみに耐震診断業務は、５０件予定してたのが３４件、

３７万２，０００円の減でございます。耐震補強事業には２０件予定したのが最終的には１３件ですが、４件分

は国の補助金が来ないということでカットされておりますので実質は３件。ダイレクトメール等送ってやってお
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りますが、なかなかのど元過ぎればっていうようになっちゃいまして、若干関心が少なくなったんじゃないかと、

傾向が見られておりますが、いずれにしても大事な事業でございますので、さらにまたダイレクトメール等送っ

て、平成２５年度はやれるように進めてまいります。すべての含有補助金は、今年はゼロでございましたんで、

すべて２５万円減ということでございます。 

その下の市営住宅建設推進事業でございます。管理委託料の３７万２，０００円、市営住宅建設工事２１５万

９，０００円、これは確定によるものでございます。その一番下の集会所建設負担金、これは共同事業である県

営君石団地、市営君石団地１５０戸のうちの３６戸分、２，６８１万円分の負担金が６４０万円ということで負

担するものでございます。ちなみに集会所につきましては１１１平方メートル、３３．７２坪木造平屋建てでご

ざいます。これも緊急経済、国の経済対策事業でございますので、県は３月中に発注するということでございま

すので、私どものほうも緊急経済対策ということで繰り越すものでございますので、よろしくお願いします。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見がありますか。 

○中村努委員 今、説明なかったんですけど、４１ページの土木管理費の交通安全対策費の財源振替について内

容説明してください。 

○建設課長 ここに寄附金ということで匿名の方から寄附をいただいて、財源の入れかえをしてあるということ

でございます。 

○中村努委員 歳入のほうの２２ページに、その寄附金の内訳がありますが、この土木費に使っていい寄附金は

どれに当たるんです。 

○商工課長 私どものほうもですね、実は寄附金の関係ございますので、かわって御説明させていただきます。

今の建設課長のほうから御説明ありましたように、２２ページのですね、総務費寄付金の中で、防災関係、安全

安心対策関係についての御寄附をいただいたということでございまして、総務費の寄附金のほうから財源の充当、

振りかえをしたものであります。 

○委員長 ほかにございませんか。 

○横沢英一委員 先ほどことしの除雪の関係、説明があったわけでございますが、まだしっかり集計はできてな

いにしても、今年は特に寒くて多かったと思いますが、おおむねどのくらい除雪費と、それと塩カルなんかの関

係を教えてください。 

○委員長 答弁を求めます。 

○維持担当課長 済みません、今年度はまだ出していませんけれど、平成２３年度につきましては、除雪につき

ましては。 

○横沢英一委員 わからなかったら調べてまた教えてください。なからの額で結構ですから。 

○維持担当課長 平成２４年度につきましては、一応今のところわかってるのが、除雪、融雪剤あわせて、３班

合わせて５，８００万円ぐらいいってます。融雪剤につきましても、約３，０００万円ほどいってますので、お

願いいたします。 

○横沢英一委員 そうすると、おおむね１億円ぐらいいったってことだね。 

○維持担当課長 そうです。 

○委員長 ほかにございませんか。 
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○青木博文委員 きのうも質問が出たんですが、きのうと言うか、きのうの質問ですね。４２ページですが、塩

尻駅周辺整備事業というのがありまして、シェルターの件なんですが、私もこういうの興味がありましてあちこ

ち電話したんですが、シェルターの見積りはですね、松本でも、どこの業者って私言いませんが、二、三社あり

ますが、メーカーがありまして、高さとかですね、幅、それから降雪量、これによっていとも簡単に見積りが出

せるということでございます。近々ではですね、松本の駅の駐車場のところのシェルター、それからホームのシ

ェルターなんかやったっていうことでありますので、６０万円がどうって言うじゃないんですが、一つ参考にさ

れてですね、見積りは無料だそうでございますので申し添えておきます。要望です。 

○委員長 要望でいいですかね。ほかにございませんか。 

○中村努委員 ４４ページの小坂田公園・北部公園管理事務諸経費の上下水道使用料ですけれども、これは当初

予算では幾らだったでしょうか。 

○委員長 答弁を求めます。 

○維持担当課長 当初予算は５４０万円ありまして、今回１１２万６，０００円の補正をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

○中村努委員 当初予算が５４０万円で、１１２万６，０００円の補正っていうのは、これは事業確定としたら

相当大きい補正だと思いますが、何か特別な理由はあったんですか。 

○維持担当課長 主に小坂田公園なんですけど、夏の来客者がちょっと多かったもんですから、その関係でちょ

っと使用料がふえていましたので、お願いいたします。 

○委員長 ほかにございませんか。よろしいですかね。 

ないので、一括して討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３３号中、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土

木費を原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３３号平成２４年度塩尻市一般会計補正予算（第７号）中、５款労働費、６

款農林水産業費、７款商工費、８款土木費は、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第３６号 平成２４年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

○委員長 議案第３６号平成２４年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。説

明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、お願いいたします。１

ページになります。歳入歳出予算の補正第１条でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５４５

万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，０７５万６，０００円とするもので

ございます。 

７ページ、８ページをお願いいたします。歳入になります。１款使用料及び手数料１項使用料でございます。

右側のページでございますが、簡易水道使用料（現年度分）でございますが、実績見込みによりまして１４５万
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４，０００円の減とするもので、補正後は４，７５４万７，０００円とするものでございます。 

２項の手数料でございますが、給水工事検査手数料で、やはりこちらにつきましても実績見込みでございます。

２万５，０００円の減額でございます。 

２款の国庫支出金１項国庫補助金でございますが、簡易水道整備事業補助金で、国庫補助金交付決定に伴いま

して５０万円の減額とするものです。補正後は７５０万円となるものでございます。 

３款の繰入金１項他会計繰入金でございます。一般会計からの繰入金でございます。簡易水道事業の歳入、歳

出の補正によりますものとなりまして、マイナス２６２万４，０００円となるものでございます。 

５款の諸収入でございます。１項受託事業収入でございますが、受託工事収入ということで、消火栓設置１基

を取りやめたことによります、８５万３，０００円の減額でございます。私からは以上です。 

○施設担当課長 続きまして、９、１０ページをお願いします。歳出１款経営管理費１項総務管理費１目一般管

理費ですが、一般管理事務費、消費税及び地方消費税の確定に伴う７万円の減額、補正の額を１，５２１万６，

０００円とするものです。 

 ２項施設管理費１目維持管理費は、４３１万５，０００円の減額、補正後の額を、２，１５５万４，０００円

とするものです。右ページ１番目の丸、量水器維持管理費、メーター費ですが、検定満期メーターの購入価格に

伴う減額２１０万９，０００円。 

３番目の白丸、簡易水道施設整備維持管理事業、管路補修等工事は、消火栓修繕１基及び給排水管漏水修理の

実績及び実績見込みに伴う減額、１４２万５，０００円でございます。 

 ２款建設改良費１項建設改良事業費１目施設建設事業費ですが、簡易水道施設建設事業の実績に伴う減額、１

０７万１，０００円、補正後の額を３，１７２万９，０００円とするものです。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いするものです。 

○委員長 質疑を行います。委員より御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。ありませんか。 

 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３６号については原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３６号平成２４年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

ては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第３７号 平成２４年度塩尻市水道事業会計補正予算（第２号） 

○委員長 議案第３７号平成２４年度塩尻市水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。説明を求め

ます。 

○経営管理課長 それでは私から、塩尻市水道事業会計補正予算（第２号）につきまして、御説明させていただ

きます。中段になりますが、収益的収入及び支出の第３条の収入になります。１款水道事業収益２，３９０万７，

０００円を増額し、１５億２，７４０万８，０００円とするものでございます。支出になりますが、第１款水道

事業費用１，１４０万円を減額いたしまして、１４億７，３８９万９，０００円とするものでございます。 
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資本的収入及び支出につきましては、国の第１次補正予算に伴い事業を前倒ししたことによります事業費の増

額が主なものでございます。収入になりますが、２ページをお願いいたします。資本的収入１１７万９，０００

円を増額し、１億８，０６５万２，０００円とするものでございます。支出になりますが、資本的支出２，６３

６万６，０００円を増額し、７億６，２８８万６，０００円とするものでございます。 

 第５条になりますが、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費とい

うことで、１億７，４８８万４，０００円となるものでございます。 

 １１ページをお願いいたします。塩尻市水道事業会計補正予算（第２号）説明明細書、第３条予算の収益的収

入及び支出、収入につきまして税込みで御説明いたします。１１款水道事業収益１項営業収益の１目給水収益に

つきましては、実績見込みによります７８７万９，０００円の増額といたしました。 

３目のその他営業収益でございますが、消火栓修繕負担金、４条予算から３条予算への振りかえによりまして、

実績及び実績見込みによりまして２４２万６，０００円の増とするものでございます。 

２項の営業外収益、雑収益につきましては、建物総合損害共済災害共済金４６９万９，０００円、こちらにつ

きましては、昨年５月と６月に落雷被害によりまして、東山中部配水池ほかの、合わせまして８カ所の保険金で

ございます。次のポツでございます。福島原子力損害賠償金６３万８，０００円につきましては、放射能測定費

用でございまして、水道水８回、浄水発生土の汚泥３回、計１１回分の測定費用でございます。 

次に、２項の営業外収益の引当金戻入益でございますが、退職給与引当金ということで、３名分の８２０万円

でございます。 

１２ページをお願いいたします。第３条予算の支出になりますが、２１款水道事業費用１項営業費用の業務費

でございますが、取替メーター費６２７万７，０００円の減、こちらにつきましては、入札によります満期メー

ター等の確定による減額でございます。 

５目の総係費でございますが、職員の退職金等でございます。 

６目の原価償却費につきましては、平成２３年度決算によります減価償却費が確定したことによりまして、１，

９６９万６，０００円の減ということでございます。 

２項の営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費でございますが、企業債支払利息の確定によりまして、１

３０万９，０００円の減とするものでございます。 

消費税につきましては、消費税納税額の確定によります４１１万３，０００円の増となってございます。私か

らは以上になります。 

○施設担当課長 続きまして１３ページ、４条予算資本的収入及び支出の収入について御説明いたします。３１

款資本的収入３項負担金１目他会計負担金につきましては、先ほど３条予算で説明しましたように、消火栓新設

工事負担金を２４２万６，０００円を振りかえ減額し、補正後の額を２３７万４，０００円とするものです。 

２目の建設工事負担金につきましては、下水道事業関連の実績及び実績見込みに伴い、３３９万５，０００円

を減額し、補正後の額を１，３７３万５，０００円とするものです。 

４款の補助金２目国庫補助金につきましては、国の緊急経済対策に伴う補正でありまして、基幹施設耐震化推

進事業（応急給水拠点整備事業）として、床尾受水池に緊急遮断弁及び応急給水拠点を設置するものとしまして、

補助金を７００万円増額し、補正後の額は１，１７５万円とするものです。 
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続きまして１４ページをお願いいたします。４条予算資本的支出でございます。４１款資本的支出１項建設改

良費２目配水施設費につきましては、国の緊急経済対策に伴う補正でありまして、基幹施設耐震化推進事業、床

尾受水池応急給水拠点整備事業の事業費４，８００万円を増額し、補正後の額１億４，９１３万８，０００円と

するものです。 

４目受託建設費につきましては、実績及び実績見込みに伴う補正で５６６万９，０００円の減額、補正後の額

を２，５４６万円とするものです。 

６目固定資産購入費につきましては、購入確定に伴う車両１台６６万５，０００円の減額とし、補正後の額を

１７７万９，０００とするものです。 

３項開発費１目開発費につきましては、先ほど平成２５年度予算でも触れましたけども、当初上水道としての

マッピングシステムの開発を検討しておりましたけども、水道事業部としても、下水道も１つのシステムの中に

組み入れて上下１本的なマッピングシステムにするということで、使用者サービスの向上、窓口の一本化、統合

型ＧＩＳに対応すべく研究を重ねた結果、よりよいマッピングシステムに構築するため、予算を平成２５年度に

先送りするものでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より 御質問、御意見がありますか。 

○中村努委員 １１ページの福島原子力損害賠償金は、これは請求した金額が全額入ったということでよろしい

ですか。 

○委員長 答弁を求めます。 

○施設担当課長 そのとおりでございます。請求した分がそのまま入りました。 

○委員長 ほかにございませんか。ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第３７号については、原案のとおり認めることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３７号平成２４年度塩尻市水道事業会計補正予算（第２号）については、全

員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第３８号 平成２４年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号） 

○委員長 議案第３８号平成２４年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。説明を求

めます。 

○経営管理課長 それでは、下水道事業会計補正予算（第２号）につきまして御説明いたします。中段になりま

すが、収益的収入及び支出につきましては、収入では、実績見込みに伴う使用料の増額と使用料の増加に伴う他

会計負担金の一部を資本的収入へ組みかえしたことによります減額が主なものでございます。支出では、事業費

の確定に伴う浄化センター費等の減額が主なものでございます。第３条の収入になりますが、第１款下水道事業

収益４３６万円を減額し、２０億４，８８７万７，０００円とするものです。支出につきましては、下水道事業
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費用３，０９３万５，０００円を減額し、２０億１，１０６万４，０００円とするものでございます。 

資本的収入及び支出につきましては、他会計負担金組みかえによります増額が主なもので、支出では、事業費

の確定による委託料及び工事費の減額が主なものでございます。第４条の収入になりますが、２ページをお願い

いたします。収入の第１款資本的収入でございます。５，０９６万５，０００円を増額し、１１億５，０８８万

１，０００円とするものです。支出になりますが、第１款資本的支出２，２３９万５，０００円を減額し、２１

億４，６２０万４，０００円とするものです。 

第５条の企業債につきましては、限度額７億１，６５０万円を７億８９０万円とするものでございます。 

第６条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費については、職員給与費９，４１９万６，００

０円となります。 

１１ページをお願いいたします。下水道事業会計補正予算（第２号）説明明細書でございます。３条予算の収

入につきましては税込みで説明させていただきます。１１款下水道事業収益１項営業収益の下水道使用料につき

ましては、実績見込みによりまして、３，９４０万円の増額といたしました。 

２目の他会計負担金につきまして、一般会計からの負担金、先ほど申し上げましたように繰り上げ収支のとれ

た対応といたしまして、一般会計からの繰入金で３条予算、４条予算等の算定に合わせまして、７億５，０００

万円のうち３条予算へ４，６００万円を４条予算へ組みかえるものでございます。 

１２ページをお願いいたします。３条予算の収益的収入及び支出につきまして、２１款下水道事業費用１項営

業費用２目浄化センター費につきましては、入札差金及び予定実績見込みによるものでございまして、委託料２，

００４万９，０００円の減でございます。 

１０目の減価償却費につきましては、平成２３年度決算により減価償却費が確定したことによりまして、６３

９万円の減となってるものでございます。 

２項の営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、企業債利息の確定によりまして、７７６

万７，０００円を減額するものでございます。 

２目の消費税につきましては、納税額の確定によるものでございます。 

１３ページをお願いいたします。４条予算の資本的収入及び支出、収入につきまして、３１款資本的収入の１

項企業債でございます。事業費の減額に伴う補正減ということで、７６０万円を減額させていただきました。 

３項の負担金になりますが、１目他会計負担金につきましては、さっきの３条予算の説明で申し上げましたと

おり一般会計からの負担金で、４条予算への組みかえによる４，６００万円でございます。 

３目の受益者負担金でございますが、実績に伴う増額補正で、７５６万５，０００円を増額したものでござい

ます。失礼しました。汚水桝設置等工事負担金といたしまして増額したものでございます。 

４項の補助金でございます。国庫補助金で、国の緊急経済対策に伴います追加補正でございまして、５００万

円を増額するものでございます。私からは以上でございます。 

○建設維持課長 それでは、１４ページをお願いします。４条予算の資本的支出であります。４１款資本的支出

１項の建設改良費でありますけども、１目公共下水道事業管渠施設費であります。１８節の委託料であります。

これは、先に水道事業会計でも御説明いたしましたが、水道のマッピングシステムの開発と整合を図るため、下

水道台帳システム整備の委託料を１年先送りし、１，３００万円の減とするものであります。 
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２２節の工事請負費でありますけども、管渠工事でありますけども、工事費の確定及び見込みによります補正

であります。なお、この中に国の緊急経済対策によります補正で、マンホール鉄蓋工事を平成２５年度より前倒

ししておりまして、１，０００万円の増を含みまして４５０万円の増額となっております。その下、雨水渠工事

でありますけども、補助事業の事業費の確定及び確定見込みによります補正でありまして、マイナスの６５０万

円、計２００万円の減であります。 

補償費につきましては、上水道施設移転補償費等、事業の確定に伴いますもので３３９万５，０００円の減と

し、補正額１，８３９万５，０００円減として、合計１億４，７６８万５，０００円とするものであります。 

６目の特定環境保全公共下水道事業管渠施設費でありますけども、２２節の工事請負費ですけども、管渠工事

３００万円、道路復旧工事５０万円、それぞれ工事費の確定によります、また確定見込みによります補正であり

ます。 

補償費につきましても、補償移転費の確定によります５０万円の減額、あわせて４００万円減とし、６２５万

円とするものでありますので、よろしくお願いします。私からは以上です。 

○経営管理課長 ８ページへお戻りください。塩尻市下水道事業予定損益計算書になります。下から３行目、当

年度純利益でございますが、２，９６６万９，０００円、前年度繰越欠損金と合わせまして、当年度未処理欠損

金でございますが、２，７２９万１，０００円でございます。 

 ９、１０ページをお願いします。下水道事業予定貸借対照表でございまして、資産の部になります。下段にな

りますが、資産合計は４８４億３，０９５万円となります。１０ページをお願いいたします。最下段になります

が、負債資本合計でございます。資産合計と同額で４８４億３，０９５万円となってございます。 

私からは以上でございます。よろしく御審議願いたいと思います。 

○委員長 質疑を行います。委員より御質問、御意見ありますか。 

 私のほうから、浄化センター費の１２ページですが、委託料の関係が２，００４万９，０００円ですか、そう

いうことで、通常運転管理とか脱水ケーキ処理っていうのは、なから額も検討ついてるんですが、大きく減額に

なった理由は何かお尋ねいたします。 

○浄化センター所長 運転管理業務委託料についての５００万円余につきましては、これ単純に差金でございま

す。それと、脱水ケーキ処理委託料１，５０４万円につきましては、この平成２４年度の処理水量ですか、予想

といたしまして約５２万３，０００トン水量が減ということで、それに伴います汚泥も減ってくるということで

ございます。 

○委員長 ということは、当初の見込みよりも総じて流入量が少なかったということだと思うんです。これは何

か天候か何かの影響は、どんなふうに分析されてますか。 

○浄化センター所長 これにつきましては、気象状況ですか、雨とかそういうものだと思います。 

○委員長 ほかにございませんか。よろしいですかね。 

 ないので討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので採決を行います。議案第３８号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 



53 
 

○委員長 異議なしと認め、議案第３８号平成２４年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号）については、

全員一致をもって可決すべきものと決しました。以上で、議案審査を終わります。 

 継続審査の申し出について、ありますか。 

────────────────────────────────── 

閉会中の継続審査の申し出 

○地域経済担当部長 議会閉会中の経済、建設、水道の各事業に関する案件につきまして、必要な場合につきま

しては、継続審査していただくことをお願い申し上げます。 

○委員長 ただいま継続審査の申し出がありましたが、これについて御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのように議長に申し出をいたします。 

 以上で、当委員会に附託された案件の審査は終了いたしました。なお、当委員会の審査結果報告及び委員長報

告の案分については、委員長に御一任願いたいが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのようにいたします。 

 それでは、理事者からあいさつがあればお願いします。 

────────────────────────────────── 

理事者あいさつ 

○副市長 ２日間にわたりまして、熱心に御審査をいただきましてありがとうございました。また、提案をいた

しましたすべての議案につきまして、原案どおりお認めをいただきまして、重ねて御礼を申し上げます。どうも

ありがとうございました。 

○委員長 ありがとうございました。 

このたびですね、退職される部課長がいらっしゃるようでございますので、その皆さんの紹介と、代表をしま

して退職される部長からごあいさつをお願いをしたいと思います。退職される部課長わかってますか。本人はわ

かってるけど、我々は。それじゃ降旗建設部長代表して、あいさつをお願いしたいと思います。 

○建設事業部長 貴重なお時間をいただきまして、我々５名人生の節目に当たりまして、一言お礼を述べさせて

いただきたいと思います。我々、市役所に入りましてですね、市民一人一人からですね、育てていただきまして

ですね、人生の節目を迎えることになりました。ひとえにこれも議員各位からの公私からの御指導御鞭撻、また

うちなどでは理事者を初め若手職員のですね、がついてきたことは、それを迎えるっていうことでございます。

今後ともですね、若手職員がしっかり燃えてますので、議員各位のますますの御厚情を賜りまして、市政の発展

がいくと信じてるものであります。終わりに当たりまして、結びに当たりまして、皆様の御厚情を感謝するとと

もに、我々５人も次なるステージで頑張ってまいりますので、変わらぬ御指導御鞭撻をお願いします。誠にあり

がとうございました。 

○委員長 大変御苦労さまでございました。それでは、委員長として一言申し上げますが、退職される職員の皆

様には、あと在任期間が２０日間と大変短いわけでございますが、全力で職務に専念してほしいと思います。ま

た、４月からは地域に戻って、今までの経験を生かして、それぞれの地域の発展や後輩職員のアドバイザーとし
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てサポートをしていただければ大変ありがたいと思っております。大変長い間御苦労さまでございました。本当

にありがとうございました。 

 本委員会も２年任期が終了となるわけでございますけれども、理事者を初め各委員、そして市の職員の皆様方

の御協力によりまして、無事２年間委員会の活動ができたわけでございます。これはひとえに皆様の御支援のた

まものというふうに感謝をいたしております。本当に長い間大変ありがとうございました。以上をもちまして、

経済建設委員会を閉会といたします。 

その他で委員のほうから何かございますか。 

○横沢英一委員 急な提案で申しわけございませんけれども、先ほど委員長のほうからもお話がありましたよう

に、この経済建設委員会最後というようなこと、それと職員の方でですね、退職されるという方もおられますの

で、何か有志で、急で申しわけないんですが、有志として何らかの送別会的なことができたらなと、そんなふう

に思っております。先般のですね、福祉教育委員会では、何かそんなこともやられたようなもんですから、どん

なもんでしょうか。 

○委員長 退職される皆さんがいらっしゃるということで、有志、強制ではございませんね、有志による送別会

を開催してはどうかという、今、提案がなされましたが、各委員さんどうでしょうか。 

○中原輝明委員 今、力強いお言葉を両方からいただいたでさ、それにやっぱり我々も応えなきゃいけないと思

って今感じたで、ところで、議長はどうだ。そういうことは、議長の考えは。 

○議長 有志でやるのは別に構わないと思います。 

○委員長 それじゃ、どうしましょうか。それではですね、議会事務局のほうで委員のほうと、それから会場を

ちょっと御心配していただき、また職員のほうは部単位でですね、出席される職員の皆さん、急でございますけ

れども掌握をして、また議会事務局の若林君のほうへちょっと連絡をして対応したいと思います。なお、緊急な

もんで、事前に準備はなかなかできていないっていうところで不手際もあろうかと思いますけれども、せっかく

の提案でございますので、都合のつく方はぜひお願いしたいと思います。そういうことで、午後４時１５分ごろ

までに出席者と会場とね。議会はここでお願いします。それから、市のほうはですね、そちらでちょっと人数だ

け掌握してもらえませんか。 

 それじゃどうも、皆さん大変御苦労さまでございました。以上をもちまして経済建設委員会を閉会といたしま

す。解散といたします。 

午後３時５５分 閉会 

 

平成２５年３月１１日（月） 

  委員会条例第２９条に基づき、次のとおり署名する。 

 

経済建設委員会委員長   永井  泰仁   印 


